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第 99回岩手県環境影響評価技術審査会会議録 

 
１ 開催日時 

  令和５年１月 27 日（金) 午後１時から午後５時 15分まで 

 
２ 開催場所 

  盛岡市内丸 13 番 1 号 岩手県民会館 ４階 第２会議室 
 
３ 出席者 

 【委員 13 名 敬称略・五十音順】 
  石 川 奈 緒 

伊 藤   歩（会長）※途中出席 
伊 藤 絹 子（リモート）  
大河原 正 文 
大 嶋 江利子（リモート） 
大 西 尚 樹（リモート） 
久保田 多余子（リモート） 
齊 藤   貢 
鈴 木 まほろ（リモート） 
永 幡 幸 司 
平 井 勇 介（リモート） 
前 田   琢 
三 宅   諭 
 

【専門調査員１名 敬称略・五十音順】 
 山 﨑 朗 子 

 
 【事務局】 
  環境保全課総括課長             加 藤  研 史 

環境保全課環境影響評価・土地利用担当課長  阿 部  茂 
その他関係職員 

 
 【事業者】 
  HSE 株式会社 
  洋野風力開発株式会社 

株式会社レノバ 
 
４ 議事 

（冒頭、事務局から、委員 14名中、会場参集６名・リモート６名の計 12名が出席しており、

半数以上の出席により会議が成立していること及び御都合により、会長が１件目の審査を欠



2 
 

席されるため、議事(1)の進行を職務代理者である齊藤委員にお願いすることについて報告し、

議事に入りました。） 

 

（1）(仮称)小軽米風力発電事業 計画段階環境配慮書について 

（初めに、希少動植物に関する審議、資料№1-③質問 14の水源位置に関する審議、資料№ 

2-④質問 32の個別住宅に関する審議、同じく質問 38の希少猛禽類に関する審議については、

会議の一部を非公開として行うことについて会長職務代理者からお諮りし、委員の了承を得

ました。） 

 

[会長職務代理者] 

それでは、議事の（1）「(仮称)小軽米風力発電事業 計画段階環境配慮書について」の審議 

に入ります。初めに、事務局から説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

（環境影響評価に係るこれまでの手続状況等を説明しました。） 

 

［会長職務代理者］ 

御説明ありがとうございました。リモートで参加されている委員の皆様も説明内容を聞き取 

れたでしょうか。大丈夫でなければリアクション（挙手）ボタンをお願いします。よろしいで

しょうか。それでは、これから審議に入ります。希少動植物等の情報を除いて配慮書に対する

皆様の御意見をお願いします。なお、希少動植物等に関する御質問については、一般的事項を

審議していただいた後に、非公開による審議の時間を設けますので、その際に御発言をお願い

いたします。それでは、資料№1-③の番号順に確認したいと思います。まずは複数案に関する

質問・意見ですが、１番と２番について、前田委員から追加の御意見がございましたらお願い

します。 

 

[前田委員] 

１番と２番は同じような意見になりますが、初めに２番の方からよろしいでしょうか。 

この事業では、初めに候補地を３つほど挙げてその条件を比較してどこがいいかという過程

が見られておりまして、これはまさに複数案の検討という、アセスメントでこうした方がいい

と推奨されているプロセスに該当するのではないかと思います。当事業はそうではなくて、広

めに設定したものを絞り込んでいくタイプとしていますが、複数候補を設置して検討している

のですから、まず複数案という形で、本来のプロセスで検討していただくべきではないかと思

います。そこがまず 1点です。 

次に１番ですが、複数案の検討を一応書かれていますが、内容におかしいところがあるよう

に思われましたので、事前質問で３点挙げさせてもらいました。回答をいただきましたが、話

がかみ合っていないところも多いので、もう一度確認させてください。検討条件に、事業性を

取り入れています。もちろん事業をできなければ仕方ないので事業性はありますが、これはそ

もそも候補を決める前の段階で検討するものであって、ここは環境影響の審議をするところな

ので、候補の中から事業のしやすいところというように決めるのが、違っているように思いま
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す。３つの候補とも、そもそも事業性があるから候補としたはずですが、そのようになってい

なくて、適地１がこの事業の規模にも見合うので、ここにするというような結論になっていま

す。そうなりますと、適地２や適地３は、事業規模に見合わない大きさだったということで、

初めから適地でなかったのではないかというように思われます。適地でないものをわざわざ入

れて、そこを排除して、もともと目をつけていた適地１に決めて、これで候補地の比較検討を

したと言うのは、余りにもおかしな検討になっていますので、そこは直していただきたいと思

います。 

あと、自然環境保全指針のＡ区分については検討していますが、Ｂ区分も保全すべきエリア

として決められていますので、この事前検討でＡ区分、そしてＢ区分が、それぞれの適地にど

のぐらい含まれるのかといった検討をしていただきたいと思います。Ａは一応検討しています

が、Ｂは検討して欲しいというふうに言いましたら、調査してみないと分からないということ

で、Ｂは入れないという回答でしたけれども。もちろん調査して判明する部分もありますが、

ここは配慮書なので、まだ調査していないけれど事前情報としてあるものを利用して、評価す

るという場です。Ｂ区分がこれだけあると出ているのですから、それをきちんと評価していた

だきたいと思います。 

それと、住居からの距離で、500メートルの範囲は除外するという形にどの事業でもしていま

すけれども、除外されるので、人家の近くにはできないということになりますが、その前段階

で、適地の選択に人家の粗密というのを考慮に入れていると。これもおかしいのではないかと

いうことを、指摘しました。 

最後が先ほど言いました規模の問題で、そもそも事業に適していない規模のものを入れてい

るのではないかと。いろいろな部分で検討が不自然なところがありますので、ここは全部、改

めてやり直していただくのがいいと思いますので、そのようにお願いします。 

 

［会長職務代理者］ 

  はい。事業者様の回答が少し違うのではないかという質問でしたが、ここに書かれている内

容以外に、今の質問に対して、事業者様から御意見があればお願いしたいと思います。 

 

［環境コンサル］ 

建設環境研究所の徳永と申します。第２章の事業区域の設定の考え方がおかしいということ

に関しましては、今後方法書段階の事業区域の絞り込みのところで、御意見を踏まえてしっか

り説明できるような形で修正をさせていただきたいと思っております。 

もう１つ岩手県自然環境保全指針のＡとＢのエリアに関しましては、回答にもお示ししたと

おり、Ａ区域につきましては、指針の保全方向に準じて原則回避するような形で、Ｂ区域につ

きましては、Ｂ区域に設定された原典となる資料があるかと思いますので、そちらを岩手県さ

んにしっかり確認して、資料の内容を把握した上で、今後の調査・予測・評価の手法を検討し

て、お示しさせていただきたいと思います。 

 

［前田委員］ 

また全く話がかみ合っていないようですが、この候補の選択がおかしいという話です。今後

方法書で絞り込むという話ではありません。そちらをきちんとやりますという回答でしたけど
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も、それ以前のことを指摘しています。まず指摘した内容が本当に理解できているのかという

ところから心配で、それが理解できていないと審査会をしても意味がないということになりま

すので、そこはどうにかしていただきたいと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

複数案の考え方という点について、事業者さんの方から、今の前田委員の質問に対してコメ

ントをいただけますでしょうか。 

 

［環境コンサル］ 

建設環境研究所の徳永でございます。複数案というような形で御認識いただいているかと思

うんですけども、配慮書 15 ページで、適地１から３をお示ししておりますが、こちらは風力発

電機の配置検討にあたって適地とされるような丘陵地を機械的に抽出したものでございます。

この点に関しては複数案という考えで抽出したものではございませんので、本件に関しては広

めに設定するタイプの複数案というふうに認識してございます。 

 

［前田委員］ 

要するに、初めから適地１を考えていて、適地２と３は後付けで、こういうところもあるけ

れど、ここは駄目だという言い訳のために付けた、そういう理解になりますがよろしいでしょ

うか。 

 

［事業者］ 

まず適地１、２、３で選ぶ時の１点目、事業性というところで御指摘があったかと思います

が、事業会社として、まずどこに置くかという観点からいくと、置かないところで検討しても

意味がありませんので、現実的に置けるところとして「風況」で事業性を検討しております。

指摘の２つ目、保全区分Ａ、Ｂについても、こういった要素をもって選定しているという形に

なります。３点目の住居から 500 メートルという点に関しては、粗密部分が入っている理由が

不明ということだったんですけども、全て除外することができなかったというのは事実ですが、

影響が低いであろうまばらな地域を選定させていただいて、実際には今後風車の設置範囲は限

られてきますので、除外するという形で考えております。 

 

［前田委員］ 

事業性はこの配慮書の前の段階で考えていただいて、事業ができるところをきちんと数ヶ所

選んで、そこの環境面について評価して、最も影響が少なそうなところに決めるというのが本

来のプロセスですので、それをやっていただきたいと思います。そもそも最初にそれをやって

もらえますかというふうに聞いたところ、その回答がありませんが、やってもらえますか。方

法書でやるのではなく、配慮書でやるということです。 

 

［環境コンサル］ 

建設環境研究所の徳永です。適地１、２、３の環境への影響を現段階で比較検討して、それ

をお示しするという理解でよろしいでしょうか。 
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［前田委員］ 

候補地がまた同じ場所になるのかは分かりませんが、そういうのが複数案の検討になります。 

 

［環境コンサル］ 

この審査会には間に合いませんけども、別途資料を作成して、まとめたものを送付させてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

 

［前田委員］ 

はい、よろしくお願いします。 

 

［環境コンサル］ 

承知いたしました。 

 

［会長職務代理者］ 

それでは方法書に入る前に、候補地の環境を調べていただいてそこから絞り込んでいくと。

配慮書の本来あるべき形をとって、それを別途資料提出という形でお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。この複数案の件につきまして、他の委員の方々から何か御意見等

ございますでしょうか。なければ次に移りたいと思います。３番から８番までが想定区域に関

わる内容になっております。まずは３番、伊藤絹子委員の方から追加の質問等ございますでし

ょうか。 

 

［伊藤絹子委員］ 

御回答ありがとうございました。地域森林計画のホームページから引用いただいたようです

が、私としましては、そのことを踏まえてどのように考えていらっしゃるのか、その辺を要約

して示していただきたいと思っておりました。地域森林計画があるということを踏まえての事

業者さんの考えや対策を今簡単に御説明いただけますでしょうか。後日でも結構です。 

 

［事業者］ 

いただいた質問に関しまして、後日確認させていただいて、要約したものを御提出させてい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

［伊藤絹子委員］ 

分かりました。よろしくお願いいたします。 

 

［会長職務代理者］ 

それでは想定区域について、続けさせていただきます。４番と５番は伊藤会長からの御質問

ですが、まだ来られておりませんので、６番私の方からの質問になります。事業者の回答の中

で、「区分Ａを除外するとともに」と書かれておりますが、区分Ａのところは完全に除外すると

いうことですか。区分Ｂは回避又は極力低減するよう検討するということですが、Ａは「除外」
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とありますので、除外という解釈でよろしいですか。 

 

［環境コンサル］ 

原則除外というような形で考えております。ただ今後の調査計画にも関係してきますので、

Ａに指定された出典、一次資料の方もしっかりと確認させていただいて、それに記載されてい

る環境情報、内容を踏まえた計画ということで一旦理解いただけたらと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

「原則」と書かれているところが引っかかりました。区分Ａはもう候補地として除くという

ことを、ここでは明言しているのかなという解釈だったのですが。Ｂの方は、そういったもの

を考慮しながら、場所によってはＢのメッシュの中でも使えるところはというようなことがあ

るという意味合いだと読み取ったのですが、「原則」と言われてしまうと、何でも「原則的には」

で通ってしまうので、そこの確認です。もう一度聞きますが、どうでしょうか。 

 

［事業者］ 

自然環境保全指針に「原則」という言葉があったので、それを引用させていただいていると

ころはあります。基本的には除外という方向ではあるのですが、調査の方はさせていただいて、

どのような種があるのかとか、その辺を出典から丁寧に確認させていただきたいと思っており

ます。その上で、Ａが何かにもよりますが、それが周辺に広がっているかもしれないですし、

それが縮小されているのかもしれないというところもありますので、後日確認させていただい

て、方法書以降でしっかりと対応させていただきたいと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

「原則」という言葉を使ってとなると、まず調査等を実際にしていただいてどういう環境が

区分Ａになっているか、調査いただくのはよろしいと思います。ただ、原則そこは使わないと

いう方向で進めていって欲しいなと思います。よろしくお願いします。 

  そして今リモートの先生から、事業者さんの声が途切れ途切れに聞こえるときがあるという

ことでしたので、以降、ゆっくりそして大き目の声で回答いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

［永幡委員］ 

今のところでいいですか。基の岩手県の資料に「原則」と書いてあるという話でしたけれど

も、岩手県としては、「原則」でないのは何なのかということをまずはっきりさせといた方がい

いのではないかと思います。「原則」を違う意味で使っていたら、結局最後水掛け論になってし

まうだけなので、もともとの資料でどういう場合が原則でなくなるのかということをここでは

っきりしといて、それに当てはまらない場合は、事業者の方は一切手を出しませんということ

を言っておけば、すっきりするのではないかと思います。 

 

［県自然保護課］ 

今委員から御指摘のあった件ですけれども、原則避けていただくということは考えておりま
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すが、詳細につきましては後日、担当課としての考えをまとめた上で回答させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

［会長職務代理者］ 

ありがとうございます。それでは続けさせていただきます。７番と８番についてですけども、

本日櫻井委員、髙橋専門調査員は御欠席ですので、他の委員の方から質問等あればお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは次に進めさせていただき

ます。９番、累積影響につきまして、伊藤絹子委員の方から質問等あればお願いいたします。 

 

［伊藤絹子委員］ 

御回答ではこれから検討するということでしたが、やはりここの場所はかなりたくさんの風

力発電の計画がありますので、なるべく早い段階できちんとした対策を考えていただきたいと

思います。御回答で「景観」、「動物（渡り鳥）」という要素が挙げられていますけれども、これ

だけではなくて、やはり水源涵養林とかそういった問題に対する影響なども大きいと思います

ので、あまり絞り込まないで、きちんとした累積的な影響についての対策なり、そういう情報

は集めていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

［環境コンサル］ 

御意見ありがとうございます。環境影響評価の項目に応じて適切に対応させていただきたい

と考えております。御指摘いただいた水源涵養など、そういった点につきましては、アセスの

中でどういった対応になるかというのは今のところ事例がない状況ですので、今後最新の情報

等踏まえて、適切に対応させていただきたいと考えております。 

 

［伊藤絹子委員］ 

ありがとうございます。累積的影響に関する文献とか情報は私もチェックしていますが、あ

りますので、その辺もきちんと調べていただきたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

［会長職務代理者］ 

それではよろしくお願いいたします。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは次に移りたいと思います。次は 10 番から 13 番までが騒音に関わる質問になっておりま

す。10番のところ伊藤会長はまだいらっしゃらないので、11番平井委員の方から追加で質問等

あればお願いいたします。 

 

［平井委員］ 

追加の質問はありません。住宅を取り囲むように風車が建つことについて、方法書以降でそ

れらの危険性を踏まえて検討するということですので、方法書で説明いただけたら十分です。 

 

［環境コンサル］ 

御意見ありがとうございます。方法書以降で、なるべく事業者としての見解といいますか、
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今後の取組を記載させていただきたいと思います。 

 

［平井委員］ 

よろしくお願いします。 

 

［会長職務代理者］ 

  次に 12番につきまして、石川委員の方から質問等お願いします。 

 

［石川委員］ 

事業者さんの方でも 2019年の文献を確認していただいて、騒音の寄与分が大きくなることは

把握しておられるということは分かりました。分かりましたが、やはり距離が近すぎることは

文献を見ると分かるのではないかと思います。騒音だけではなくて、風力発電機が両方にある

圧迫感とか、生活している上での影響というのも考えられるのかなと思って質問しましたので、

騒音だけではなくて、生活していく上での視覚的なそういった圧迫感のようなところも健康影

響として考えていただければと思います。 

 

［環境コンサル］ 

建設環境研究所の森田でございます。御意見いただいたとおり、騒音の他いろんな影響があ

るかと思いますので、なるべく広い観点で検討していきたいと思います。圧迫感も住民の方に

とっては大きな問題だと思います。アセスの通常の項目にない中で、評価の仕方というのも、

ほとんど前例がないかと思いますが、御意見踏まえまして、対応を検討していきたいと考えて

おります。特に住民へ説明とか、その辺のコミュニケーションが大切なのかなと今漠然と思っ

ていますけども、考えていきたいと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

他の委員の方から何か御意見等ございますでしょうか。それでは続きまして、13番永幡委員

お願いいたします。 

 

［永幡委員］ 

事業者から回答が出ていますけれども、とりあえず環境省にせよＷＨＯにせよ、すべてアノ

イアンス（わずらわしさ）の話しかしてない。それしか科学的には分かっていないということ

をまず強く認識していただきたいと思います。 

この健康影響に関しては、日本語で読めるものだとこれが一番手に入りやすいので、音響学

会誌の方を挙げましたけれども、少なくとも睡眠障害が出るのではないかと言われていて、そ

れが２キロ以上離れている人と、1.5キロ離れている人、そこでもう有意な差が出ているようだ

という話もあります。そして、睡眠影響というのは、そのまま死亡リスクに繋がる問題です。

アノイアンスの話だけしてそれでＯＫということは間違っても思わないでください。最新の科

学的な知見というのは、おそらく当面は論文みたいな形でしか出てこないと思います。結局の

ところ、風車の近所に住んでいる人というのは数が限られているので、十分な疫学的な知見を

得ようと思うと、極めて大規模な調査をしない限り出てきません。だから結局ＷＨＯも環境省
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も認めているとおり、健康影響の知見はよく分からないというしかない。そういうところに健

康影響のことを考えずにアノイアンスだけで評価して、大丈夫です、建てますと言ってしまっ

て本当に大丈夫なのか。それは科学的に考えて本当に大丈夫なのかということをきちんと評価

した上で、この後の過程を進めていただければ結構かと思います。 

 

［環境コンサル］ 

御意見ありがとうございます。基本的に国内の基準、ガイドライン、指針等がある場合はそ

れらと比較してアセスメントの検討は進めて参ります。おっしゃる通り、それで全く問題はな

いから大丈夫と言って、以降終わりということは考えておりませんので、まずアセスメントを

して、国が定めた指針を満足しているかどうかといったことで、検討して参りたいと思います。

その後、実際に建てた後にやはり眠れないとか、地元の方から御意見いただくことになりまし

たら、しっかり調査して、必要な対策は取らせていただきたいと考えております。 

 

［会長職務代理者］ 

はい。その他騒音についてですけれども、何か質問、コメント等ある委員はおりますでしょ

うか。よろしいでしょうか。それでは次に移ります。14 番から 16 番が水環境になります。14

番、15番は伊藤会長からの御質問ですので、16番伊藤絹子委員から質問等ございましたらお願

いします。 

 

［伊藤絹子委員］ 

御回答ありがとうございました。この辺渓流域ということで、やはり樹木とかそういった観

点との結びつきが非常に強いところだと思いますので、御回答にあったように、なるべく低減

する方法を考えていただくということを改めてお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

［環境コンサル］ 

御意見ありがとうございます。水環境、渓流域、渓畔林につきましては、回答させていただ

いているとおり、影響を回避・低減するような方針でございまして、具体的な内容につきまし

ては、今後方法書以降の図書にお示しさせていただきたいと考えております。 

 

［伊藤絹子委員］ 

よろしくお願いいたします。 

 

［会長職務代理者］ 

それでは、水環境につきましてその他質問、意見等はございますでしょうか。よろしいでし

ょうか。それでは次に 17番地形地質について、大河原委員の方から追加で御質問等あればお願

いいたします。 

 

［大河原委員］ 

当該地区の軽石質火山砕屑物は強度的に注意が必要ですので、調査等されてきちんとデータ
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を蓄積されてください。この点、もし今後の調査で今のうちから考えていることがあれば、御

説明いただけますか。 

 

［建設コンサル］ 

日立パワーソリューションズの工藤と申します。まず風車の配置等を決めて、その後風車位

置に向かってボーリング調査などを実施していく予定で考えております。 

 

［大河原委員］  

今回配慮書の段階ですので、今回触れたところを、今後再度質問することになると思います

ので、よろしくお願いします。 

 

［会長職務代理者］ 

その他、地形地質につきまして、質問コメント等ある委員はいらっしゃいますでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは次に 18番植物に関して、伊藤絹子委員の方から質問等あればお

願いいたします。 

 

［伊藤絹子委員］ 

二酸化炭素の吸収源としての値は本当に小さいものですが、やはり酸素を産出してくれると

いうことで、この森林の役割は非常に大きいものがあります。ですので、値としては小さいで

すが、きちんと生態系としての役割があるということを意識していただきたいので、質問させ

ていただきました。今後も値の大小にかかわらず、この近隣の生態系やそこを取り巻く環境と

いうものに対して配慮を行っていただきたい。その辺を今後検討していただきたいと考えてお

ります。 

 

［環境コンサル］ 

御指摘ありがとうございます。御質問いただきました二酸化炭素の吸収量につきましては、

方法書以降の図書で概算値をお示しするとともに、準備書以降では具体的な改変面積を含めて

詳細に計算したものを掲載する形で対応させていただきたいと思います。 

また、動植物、生態系への影響につきましては、準備書以降の図書で実際に調査・予測・評

価した結果を具体的な形でお示しする予定でございます。 

 

［伊藤絹子委員］ 

ありがとうございます。随所でそういった意識があるということを具体的に示していってい

ただければと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

はい。植物に関してですが、23 番に森林保全課さんの方からも意見がありましたけれども、

こちらは別添資料２に示していただいておりますので、これでＯＫということにさせていただ

きます。植物について他にございませんでしょうか。なければ 19番人と自然との触れ合いの活

動の場について、永幡委員からお願いいたします。 
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［永幡委員］ 

事業者さんの回答で表面的な文言に関してはこれでいいのだろうと思いますけれども、念の

ために申し上げておきますと、人触れのところの静けさというのは、必ずしもその騒音レベル

で評価できるものであるとは限りません。例えば芋煮をするようなところだったら多少うるさ

くても問題ないということもありますので、きちんとそれぞれの場に合わせて、適当な指標で

評価するように、そこの提案をしていただくようにお願いしたいと思います。 

 

［環境コンサル］ 

御意見ありがとうございます。今おっしゃっていただいたとおり場の利用状況にもよってく

ると思いますし、環境基準だと住居の中にいる人に対しての基準ですのでそれを使えないとい

うことを踏まえて、今後調査の中で検討していきたいと思います。 

 

［会長職務代理者］ 

それでは人触れにつきまして、その他質問、意見等ありましたらお願いいたします。よろし

いでしょうか。それでは次に 20番防災についてです。伊藤会長の方から質問が出されておりま

すが、土砂災害警戒区域に関するところで、大河原委員の方からありますか。お願いします。 

 

［大河原委員］ 

土砂災害警戒区域について、御回答が「改変を避けることで影響を回避する予定です」とい

うことで、要するに触らないという意味に取れるのですが、それであれば想定区域から外した

らどうでしょうか。例えば、配慮書 187、188ページのところに砂防指定地がありますが、想定

区域の下のところに少しかかっているだけで、その部分も、丸くくり抜いたような形をしてい

ます。機械的に抜いているだけなのであれば、もう少し丸を大きくして、いっそのこと区域か

ら外してしまうのはどうですか。事業区域から外さない理由があるのでしょうか。砂防指定地

だけではなくて土砂災害警戒区域等についてもですが、いかがでしょうか。 

 

［事業者］ 

御質問ありがとうございます。特に理由はございませんので、外させていただきます。 

 

［大河原委員］ 

防災系の指定地に関しては、この想定区域から外すということでよろしいですか。 

 

［事業者］ 

はい。 

 

［大河原委員］ 

分かりました。 

 

［会長職務代理者］ 
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はい。その他、防災に関係しているところで、御質問等ございますでしょうか。それでは次

に進めさせていただきます。21 番土地利用に関する質問で、平井委員からお願いいたします。 

 

［平井委員］ 

事業実施想定区域の土地所有者の方々に現段階で交渉を進めていらっしゃるようですが、実

際、土地貸借の関係が結べることが見通せないとなかなか事業も進められないと思います。か

なり早い段階でこの問題は解決しないといけないところだと思うのですが、現段階で完全には

目途が立っていないような状況なのでしょうか。 

 

［事業者］ 

御質問ありがとうございます。全てに関してはまだ同意を得られていないのですが、この検

討している区域のところでは、概ね目途はついてきているのかなというふうに考えております。 

 

［平井委員］ 

ざっくりと何割くらいとかありますか。 

 

［事業者］ 

割合の捉え方にもよりますが、我々の交渉している感覚としては６割、７割ぐらいは進めて

いるかなと思っておりますけれども、書面という形でいくとまだそこまでは到達していないと

いう状況です。 

 

［平井委員］ 

分かりました。これから大変そうな気もしますけれども、反対されている方はいらっしゃる

ものでしょうか。 

 

［事業者］ 

現時点では、そのような声は聞いてはいない状況です。 

 

［平井委員］ 

分かりました、ありがとうございます。あと一つだけコメントです。この地域の具体的なと

ころを把握していないので、一般論ということになりますが、森林は基本集落で活用するよう

なことが多かったと思います。私有地に見えるけども共有林的に使っているということが多い

と思いますので、そこら辺の歴史的なところを調べていただいて、もし集落の共有林とかで活

用している側面があれば、集落を通して相談するという形をとっていただければと思います。 

 

（伊藤歩会長が出席されました。） 

 

［会長職務代理者］ 

事業者様よろしいでしょうか。それでは土地利用に関しましてこの他に御質問や御意見、コ

メント等ある委員の方いらっしゃいましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは 22



13 
 

番文化財について、伊藤会長が今来られましたので、もし追加で質問等ありましたらお願いし

ます。よろしいですか。伊藤会長から様々質問が出されてはいたのですが、一通り進みました

ので、ここのまま進めさせていただきます。その他公開部分につきまして、この事前質問以外

で質問等はございますでしょうか。鈴木委員お願いします。 

 

［鈴木委員］ 

フォトモンタージュの資料が送信されてきましたが、この件は非公開の方がよろしいですか。 

 

［事務局］ 

資料は非公開ですが、質疑は公開のままで構いません。 

 

［鈴木委員］ 

分かりました。フォトモンタージュを拝見する限り、ほとんど風車の形が視認できないとい

うように解釈すればいいのかなと思いましたが、１点確認したいのが夜間の照明です。風力発

電所では夜間に航空機の安全のために点滅照明がなされていることがあります。ここの風力発

電所で夜間に照明を点滅させることが予定されているのかどうか、天文台からその明かりが見

えてしまうかどうかというのは、おそらく配慮が必要な事項に入ってくると思うので、今のう

ちに伺っておきたいと思うのですがいかがでしょうか。 

 

［環境コンサル］ 

風車の照明につきましては航空法に基づいて照明設置される予定になっております。ですの

で、当然ひろのまきば天文台から視認される風車につきましては照明についても視認されるも

のと認識してございます。今後の調査・予測・評価につきましては、夜間照明がどういった予

測をするかというのは事例がないものですので、どういった形になるか分かりませんが、そう

いったことも検討して図書の方に掲載させていただきたいと思っております。 

 

［鈴木委員］ 

分かりました。よろしくお願いします。 

 

［会長職務代理者］ 

ありがとうございます。その他、公開部分でございますか。なければ希少動植物等に関係す

る部分などを審議するため、一旦会議を非公開といたします。事務局は傍聴の方を会場の外に

誘導をお願いいたします。 

 

（事務局が傍聴者を室外へ誘導しました。引き続き非公開部分の審査を行いました。） 
 

［会長職務代理者］ 

それでは最後になりますけども、公開部分につきまして質問等し忘れた委員の方はいらっし

ゃいませんか。リモートの委員の方もよろしいでしょうか。それでは、これまで各委員から述

べられた意見を審査会の意見といたします。事務局はこれらの意見を踏まえ、本件配慮書に関
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する知事意見の作成をお願いいたします。 

以上で議事の（1）の審議を終了いたします。事業者の方はお疲れ様でした。退席されて構い

ません。次の審議は 14時 15分から開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（2）(仮称)洋野風力発電事業 環境影響評価準備書について 

[伊藤歩会長] 

それでは審議を再開いたします。進行は私、伊藤が続けさせていただきます。議事の（2）「（仮

称）洋野風力発電事業 環境影響評価準備書」の審議に入ります。初めに、事務局から説明をお

願いします。 
 
［事務局］ 

（環境影響評価に係るこれまでの手続状況を説明しました。） 
 
［伊藤歩会長］ 

御説明ありがとうございました。リモートで参加されている委員の皆様も説明内容を聞き取 
れたでしょうか。大丈夫でなければリアクション（挙手）ボタンをお願いします。よろしいで 
しょうか。それでは、事前質問・意見に対する事業者の回答に関して、追加の御質問があれば 
お願いします。なお、希少動植物に関する御質問につきましては、一般的事項を審議していた 
だいた後に、非公開による審議の時間を設けますので、その際に御発言をお願いいたします。   
それでは順番に確認していきますが、最初が想定区域のところになります。最初に私の方か

ら一つ質問させていただいておりまして、工事車両が入ってくるルートになりますが、ここで

聞きたかったのは実施区域内のところでどのように車両が通るのかということでした。御回答

では外の方からのアクセスが示されていましたので、この辺りの情報については評価書でしっ

かりと示していただければと思います。大分広い範囲になっていまして、特に南側は風力発電

機を設置しないにもかかわらず区域が設定されておりますので、その辺りをお願いしたいと思

います。 
 

[事業者] 

はい、御指摘ありがとうございます。望まれる回答ではないということで、大変申し訳ござ 

いませんでした。こちらにつきましては、評価書できちんと図の情報も掲載したいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、分かりました。ありがとうございます。このルートに関して他に御質問はございませ

んでしょうか。それでは２番、前田委員からの御質問ですけどもいかがでしょうか。よろしい

ですか。続きまして３番、前田委員いかがですか。 

 

[前田委員] 

南側のサイトについて、事業性があるにもかかわらず、自然環境や住居等を考慮して北側に

絞ることにしたという回答でしたので、そのように配慮していただけるのであれば、西サイト
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もということで削減をお願いしました。そうしましたら、西サイトは削減しないという回答だ

ったのですが、削減してもらえれば自然環境への影響が低減しますので、ぜひやっていただき

たいと思います。なぜ南サイトはできて、西サイトはできないのか、説明をお願いします。 

 

 [事業者] 

御質問ありがとうございます。こちらにつきましては、方法書段階から、調査・予測・評価

を実施してきた中で、事業を行うにあたって、どこをどのようにしたらより良くなるのかとい

うことを考えながらレイアウト等も含めて検討してきたところです。ここからまたいただいた

御意見を尊重しながら検討していきたいと思っておりますが、予測・評価などの結果からこう

いう形にさせていただいている中で、評価書に向けて西側を進んで減らしていくということは、

現時点では考えていないところでございます。 

 

[前田委員] 

そうしますと、現時点では無理でも将来的に削減は検討できるということでしょうか。 

 

[事業者] 

今回いただいた御意見は当然反映させていただきたいと思っておりますので、そういう意味

では可能性はゼロではございません。ただ、評価をした結果でのことでございますので、でき

ればこの形で進めさせていただきたいと考えております。 

 

[前田委員] 

南側サイトで何か重大な自然関係の影響が指摘されて、それを避けるために削減したという

ような話は聞いていないのですけれども、「一般的に面積を縮小すれば、それだけ自然への影響

が少なくなる」ということを考えてやられたという回答があったかと思います。その考えでい

けば、西サイトも自然に削減方向にいくかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。 

 

[事業者] 

当然それも全て含めて方法書段階から検討してきた中で、南側を大きく削減するという形で

方針を決めさせていただいたところです。そこを検討しなかったというわけではないのですが、

総合的な判断の中でこういう形にさせていただきました。 

 

[前田委員] 

はっきり言いますと、南側サイトの削減は、自然環境に配慮して事業をしたいけれど、やむ

なく削減したのではないかと思います。そもそも絞り込みの過程の一つとして、南側がなくて

も事業を十分できるから不要なサイトを削減しただけであって、それを住居や自然環境へ配慮

したというように回答されるのはどうかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。 

 

[事業者] 

我々としても、配慮書、方法書と進めてきた中で、特段南側が不要と考えていたわけではな

くて、当然事業の中で、より良くということで削減をさせていただきました。予測評価の中で
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ここを削減したのであり、もともと不要だったということではないということは、御説明させ

ていただければと思います。 

 

[前田委員] 

分かりました。そういうお気持ちがあるのであれば、西サイトも不要ではないと思いますが、

削減の方向で進めていただければと思います。小さければ小さいほど、影響は少なくなります。

そのような方向で頑張っていただきたいと思います。 

 

[事業者] 

ありがとうございます。貴重な御意見として承らせていただきます。 

 

[伊藤歩会長] 

よろしいでしょうか。他に想定区域のところで、追加で御質問等ございませんでしょうか。

それでは続きまして工程計画等のところになりますけども、４番は私からの質問ですが、ここ

については御回答のとおりで理解いたしました。５番につきましても、ルートについて説明し

てくださいということで、補足の資料をいただいておりますので、了解いたしました。それか

ら６番は大嶋委員からの御質問ですけども、大嶋委員いかがでしょうか。 

 

[大嶋委員] 

これで大丈夫です。 

 

[伊藤歩会長] 

分かりました、ありがとうございます。その他に工程計画等で御質問はございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。ないようですので次に進みます。続きまして７番騒音ということ

で、私からも質問させていただいておりますけども、もしよろしければ、永幡委員から追加で

ございましたらお願いしたいと思います。 

 

[永幡委員] 

はい。LA5のことを書いてきちんと計算してくださったのはいいのですが、そもそもどうして 

LA5を測るのかを分かった上でやっていらっしゃいますか。LA5という指標がなぜ世の中に存在 

するか分かった上で書いていらっしゃるでしょうか。 

 

[コンサル] 

建設機械の場合は、等価騒音レベルの平均的な概念では測りづらい一時的に大きく出る音を

考慮するという目的かと思っています。いろいろ目的があると思うのですが、一つそういう視

点があると思っています。 

 

[永幡委員] 

一時的に変動が大きいときに、大きな音がどれぐらい聞こえるかというのが極めて人にとっ

て影響を与えるからで、もちろん離れているから LA5 はどうかということは一方で大事ですけ
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れども、それだけで全てが言えるわけではない。ただ、工事のようにこういう突発的なものが

発生するときには、結局大きいときに何が起こるのかが分かっていないと、本当にそこで何が

起こるか分からないわけです。結果を見せていただいたところ、確かにこれぐらいのレベルだ

ったら、十分許容な範囲だと思いますけれども、結果オーライで、そうでなかったらシャレに

なっていないと思います。なので、やはり工事をすることを考えたら、もともと何のために LA5

でやるということが世の中で定められているのかを考えた上で、今回みたいに、どこが境界だ

から分かりにくいとか、そういう時であれば、測れるところで、確実にいえるところで、かつ、

住民にとって最も利益のあるところで測るというのは当たり前で考えていただかないと、環境

影響評価ができたとは言えないのではないかと思います。この評価で準備書が出てしまったの

で、もう評価書できちんと書いてくださいとしか言いようがありませんが、他の事業をやると

きにも、同じようにきちんとやっていただきたいと思っています。あと、ＡＡの基準で見てい

ただくとか、このようにやって欲しいというところに関しては、基本ＯＫです。 

最後に、健康影響の問題ですが、健康影響はよく分かっていません。アノイアンスのみが何

となく分かっている。ただし、今日追加で出してもらった資料やＷＨＯのガイドラインに述べ

られていますけども、それでもまだ暫定的としか言えないぐらいにしか分かっていません。た

だ最低限このくらいは見ておきましょうというかなり妥協の策で出ている話です。これだけを

守れば、住民に健康被害が出ないわけではない、ということをもっと強く認識していただきい

と思います。一番大事なのは、それで被害が万が一出た時はどうするかという話だと思うので

すが、その辺どう考えているのか教えてください。 

 

[事業者] 

ありがとうございます。こちらにつきましては、事後調査を行わせていただきながら、また

住民の皆様とも、今後質疑対応しながら、どういうことが起きているのかも含め、確認しなが

ら運営を含め進めていきたいと思っております。 

 

[永幡委員] 

最悪の場合止めるということも含めて考えていただけるという理解でよろしいですか。 

 

[事業者] 

そちらにつきましても事後調査の中で話し合いをしながら対応していくという形で考えてお

りますので、「現時点でこうする」ということはお伝えできませんが、対応の中で、どういう状

況なのかをしっかり確認しながら進めていきたいと思っております。 

 

[永幡委員] 

もともと科学的によく分かっていないところに起因していますが、一番心配なのは本当のこ

とは実際に動かしてみないと分からないということだと思っています。なので、その意味で最

悪のことが万が一起きてしまった場合、どうするのかということに関しては明確に分かるよう

に、住民の人たちからも「だから、いざというときは大丈夫なのだな」と思ってもらえるよう

な、そういうことをきちんと評価書には書いていただきたいと思います。 
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[事業者] 

御指摘ありがとうございます。貴重な御意見として参考にさせていただきます。 

 

[伊藤歩会長] 

よろしいでしょうか。他に騒音のところで、追加で御意見等ございませんでしょうか。それ

ではないようですので、次の水環境の方に移りたいと思います。水環境で私からいくつか御質

問させていただいておりますけども、少し飛びまして、21番の追加質問のところで、沈砂池か

らの流出水について、やはり雨が降っているときだけ評価するということではなく、降雨後も

きちんと評価していただきたいということで、評価書で検討されるということでしたので、そ

のようにお願いしたいと思います。その他、伊藤絹子委員から御質問がありますけれども、い

かがでしょうか。 

 

[伊藤絹子委員] 

いただいた御回答で結構です。ありがとうございます。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、分かりました。ありがとうございます。それではその他、水環境について御意見、御

質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それではないようですので、次

の地形地質に移りたいと思います。大河原委員から、御意見等ございましたらお願いいたしま

す。 

 

[大河原委員] 

26 番から 31 番まで私からの質問ということになりますが、26番、27番は、こちらの回答で

分かりました。28 番は、「締固度Ｄｃは 90％以上を目標と致します」ということになっていま

すが、このＤｃの測定について、どのような評価法にするのか、もし分かれば教えてください。 

 

[事業者] 

申し訳ございません。こちらは建設の設計などをしている会社さんと相談しながら回答させ

ていただいた部分になるので、詳しい回答は現時点で持っておりません。申し訳ございません。 

 

[大河原委員] 

いろいろな測定方法があるものですから、どれでＤｃ管理をするのかと思って伺ったところ

です。次の段階でもいいので、その辺の情報を入れておいていただければと思います。 

 

[事業者] 

ありがとうございます。そのようにさせていただければと思います。 

 

[大河原委員] 

あと、29番につきましては、すべてＮ値の換算値だけになりますでしょうか。要はこれ、実

際の強度を求めているわけではなくて、標準貫入試験から得られた値から推測でやるというこ
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とです。実際に測定してやるということはお考えではないのでしょうか。一軸圧縮強度を直接

測定しませんかという質問になります。 

 

[事業者] 

土木工事だと詳しくないもので、申し訳ございません。ボーリング調査という形では今後、

各箇所で全て調査をした上でやっていくということはこの場でもお答えできるのですが、専門

的なところについてはこの場ではお答えできません。申し訳ございません。 

 

[大河原委員] 

承知いたしました。30 番のところですが、先ほど、別添資料９のボーリング柱状図及び写真

等室内試験結果を拝見しました。火山灰質土とマサがあって、いろんな値があるのですけれど

も、マサの崩壊で、含んでいる鉱物によって崩壊の仕方が違うということがありますので、こ

ういったところで粘土化しているような鉱物の分析を次の段階で入れておいてもらえばと思い

ます。要するに一般的にはこれでよろしいのですけれども、特にマサについては、少し注意を

しておいた方がいいということです。鉱物の分析をやるようであれば、できれば見せていただ

きたいと思います。 

31 番につきましては、必要に応じて購入土を検討するということですので、購入土を利用す

る場合は、その情報を入れてください。それと、少しお聞きしたいのですが、例えば準備書の

20ページ、改変区域図があり、風車の 16号機の切り盛りの図がございます。こういった斜めに

盛るようなところは非常に施工が難しいのですけれども、こういったところでどのような配慮

をお考えなのか。前のページの 13号機なんかも、結構深めの谷の地形になるのではないかと思

います。これは谷埋め盛り土になるのですが、こういったところも結構深くなりますので、切

り方それから盛り方の勾配を何割にするつもりなのか、そういったものがもし分かれば教えて

ください。 

 

[事業者] 

申し訳ございません。設計に関しましては、詳細設計ということで、ゼネコンさんの方で設

計をし直している段階でございまして、基本的に、盛り土の部分に基礎を置くことは極力減ら

す方向で調整をしております。勾配など、詳細についてはまだ設計中なので、回答できないよ

うな状況です。 

 

[大河原委員] 

分かりました。センターには、おそらく杭を打たないのではないかと思います。例えば、要

約書の 15ページに一般的な図面が入っておりますが、周囲に杭を打っていくタイプでやる。多

分基礎まで打ってくると思うのですけれど、平地になった切土は非常に安定するのですが、斜

面のところにこれを乗せる前の設計指針というのがはっきりしていないというのがあるので、

今後、いろいろ情報を出していただきながら、こちらからも指摘させていただければと思いま

す。 

 

[事業者] 
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かしこまりました。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、他にいかがでしょうか。地形地質のところはよろしいでしょうか。建設分野のことに

なるかもしれないですが、やはり災害が起こらないように注意して、事前に把握していただけ

ればと思います。よろしくお願いします。それでは、次の 32 番からは風車の影ということで、

私の方から質問させていただきました。回答で別添資料 10というものを示していただいていま

すが、これはどのように見ていけばよいのか、簡単に説明していただけますか。 

 

[コンサル] 

別添資料 10 ですが、海外のガイドラインを参照しますけれど、まず風車の影のシミュレーシ

ョンをしまして、影が多くかかるような住居を対象に、現地を見に行ったものです。というの

も、シミュレーション上では、どうしても遮蔽の効果を細かく見ることができません。そこは

なかなか数値化をするというのは難しいので、少なくとも現地で、例えば開口部から風車方向

を見たときに、どの程度遮蔽があるかというところを定性的に把握するために、100地点程度に

ついて、まとめさせていただいたものです。 

実際、シャドーフリッカーのガイドライン値となっているものは、開口部から室内に入って

くる光の明暗がどれぐらいかかるかというところでして、これは住居の方に御協力いただいて、

住宅の敷地の開口部のところから住居を見た写真を極力撮影したということになります。「極力」

とは、どうしても「敷地内はちょっと。」ということでお断りされた民家もありますので、そこ

は周囲の公道から撮影するなど、極力、開口部の方から事業地方向が見えるような形で、写真

を撮ったというところです。 

基本的には概ね地形や周囲の木に遮蔽されたという状況は確認されました。ただ、完全遮蔽

とそうでないところがありまして、あとはどうしても今後の伐採の可能性なども否定はできな

いので、現時点での状況にはなりますが、今の予測で「影が比較的かかる」というように予測

された 100 地点程度について、状況をまとめたという形になります。膨大な資料になってしま

うので、一つ一つの御説明はいたしませんが、そのような方針でこの資料をまとめております。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、分かりました。ありがとうございます。それから 33番は齊藤委員からですが、いかが

でしょうか。 

 

[齊藤委員] 

御回答の内容は理解します。環境を総合的に判断して配置を決めるということも当然ですし、

45 基の予定が 31 基に減っているということで、物理的にも影の影響が出てくる戸数や時間帯

も減っているのだろうということも理解できました。 

ただ、配置を決める際に、例えばこの 31 基と決める前にもっと箇所があったかと思います。

そのエリアを含めてということではなくて、近隣でここのあたりでもいいのではないかという、

そういった考え方を持って配置を決められたのかなと思うのですが、その時に、影の影響とい

うのはどの程度考慮されるのだろうかというのが気になりました。というのは、決めた後、「影
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はこれぐらい出ますよ」という結果を出せば、物理的に戸数とか時間が導けるのですが、ここ

でシミュレーションはしたのでしょうか。例えば 100 メートルずれたところにも候補地があっ

たとして、そしたらその時に、影はどうなるのだろうかといった確認作業のようなものはされ

ているのかどうか、そこをお聞きしたいのですけれど。影に限らずでもよいのですが、どうで

しょうか。 

 

[事業者] 

御質問ありがとうございます。基本的に配置をしていく中で、一つ一つ影をシミュレーショ

ンしてということまでは、正直できていないところでございます。そういう意味では、複数候

補地があった場合は、極力民家から離れたところの方がより影響は少ないだろうというところ

から考えていくという方法で配置などは検討させていただいております。一つ一つの場所につ

いて、毎回シミュレーションを行ってという形ではできてはいないのですけれども、影響が少

ない方にということは当然の観点として、レイアウトは考えさせていただきました。 

 

[齊藤委員] 

実際設置に関して一つ一つを繰り返し試行錯誤しながら決めていくというのは、やり方とし

てはものすごく時間もかかるし、そういうことをやられていないというのは、十分分かっては

いるのですけれども、やはり実際、影にかかってしまう家においては、建ってしまってからで

は遅いということがありますので、例えば建設する前に、一基ごとでなくてもいいのですが、

何かしら確認作業のようなものが入れば、もっといいのかなと思いました。別の環境に配慮す

るというところも踏まえてなんですけども、評価書の中で、本当にここの配置でベストなのだ

というような確認が書かれていると納得できるのかなと思いました。これはコメントです。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。それでは次に鳥類の質問です。34番以 

降、前田委員からお願いします。 

 

[前田委員] 

まず 34番の前半の方ですけれども、方法書の審査会で、鳥類調査について指摘があって、そ

れを受けて新たな調査をしたということなのですが、今回の準備書を見ると、十分調査をされ

てないのではないかということで質問しました。その結果、ヒアリングをして、これでいいと

言われたということでしたが、ヒアリングされた日付について、今分かりますでしょうか。も

し時間がかかるなら、後程でもいいです。 

 

[コンサル] 

後程お願いします。 

 

[前田委員] 

あと後半ですけれども、調査からかなり期間が経ってしまっているということで、状況が変

わっているところが心配です。ミサゴ、ノスリなどの営巣地は変わるので、そこについては再
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調査していただくということになっていますけれども、それだけではなくて、鳥類の行動範囲

なども変わってきますので、あまり時間が経つとやはり問題ではないかと思っております。特

に前倒し調査で早めに調査を終わらせているために、それだけ期間が空いてしまっているとい

うことで、普通に調査をしていればここまで期間が空かなかったので、前倒しをして、早くや

ろうとされたのでしょうけど、その結果、また調査の必要が出てしまうということになってい

ます。そのあたりの計画をもう少し考えて、必要な部分は追加調査をしていただければと思い

ます。 

 

[コンサル] 

先ほど御質問いただきましたヒアリングをした日時についてですが、平成 29年 8月 9日に実

施させていただいております。 

あと、評価書に向けてというところになりますが、営巣地の確認は再度させていただきたい

と考えております。そちらの方は、実施に向けて今調整を行っている状況でございます。 

 

[前田委員] 

はい、分かりました。 

 

[伊藤歩会長] 

34 番のところはよろしいでしょうか。35番以降はいかがでしょうか。 

 

[前田委員] 

35番ですけれども、調査をしていないという問題があります。猛禽類調査は当然しなくては

いけない調査なのですが、南側のサイトのみで冬の期間やっていて、今回事業地とする北側で

はやっていませんでした。そこでやっていただきたいというように言ったのですが、調査され

ないという回答になっています。調査をしないで済ませるというのは、これまで聞いたことが

ないもので、さすがにこれはやっていただかないと先に進めないのではないかと思います。も

う把握していると言いますが、調査しないでどうやって把握するのか、非常に疑問に感じます。

やらないと先に進めませんので、すぐにでも調査をやっていただきたい。これまで十分調査で

きる期間もありながら、全くやらずにきたというところがありますので、ここはきちんと規定

通りにやっていただきたいと思います。 

 

[コンサル] 

ありがとうございます。こちらにつきましては、もともと上位性というところで設定した種

について、猛禽類調査の日程を設定させていただいておりました。こちらの地域については、

当初は、オオタカ、ノスリを候補として調査日程を検討し、その上で、方法書審査の中で、調

査の時期として冬期は設定していないという経緯がございます。その中で、今回の冬期を実施

したというところにつきましては、イヌワシの飛来というところがございましたので、それに

ついて調査をする目的で、南側の方に定点を配置して調査を実施しております。ですので、調

査といたしましては、前提としていた生態系の上位性の把握というところでは、目的は達成し

ているのではないかと考えております。 
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[前田委員] 

上位性、生態系の評価は、それはそれとしてありますが、それ以前に、まずどんな生き物が

いるのかということで、一通り年間を通して調査をされるのが普通だと思いますが、それをや

らなかったということですか。 

 

[コンサル] 

年間を通じてというところでは、出現状況を踏まえて、時期を見直したというところが、実

際のところでございます。 

 

[前田委員] 

よく分からないのですが、実際調査をしていないわけです。しなくていいという判断はどこ

から出たのでしょうか。 

 

[コンサル] 

回答の方にもお示しさせていただいたのですが、北側につきましては、出現種として主には

ノスリ、また、オオタカが見られたところでございます。これらは、春から夏にかけて主な活

動時期になってくるかと思いますので、そちらを主な調査時期として把握できているのではな

いかと考えております。 

 

[前田委員] 

春から夏が主な活動時期という言葉にまず、そんな話があるのかと驚きましたけれども、そ

れ以前に、ここの種以外も調査すれば出てくるかもしれないですよね。調査をしなければ、そ

もそもいるかも分からない。そういう中で、もう把握しているとするのは、どう考えても無理

な話ですので、そこを改めていただきたいと思います。 

 

[コンサル] 

冬期については、鳥類調査は実施済みとなっております。こちらについても、猛禽類などが

確認された場合、記録を取っておりますので、実際には、調査としては妥当であったと判断し

ております。 

 

[前田委員] 

よく分からないのですが、当初、南側を事業地にしようと思って、南側だけで猛禽類調査を

すればいいと思っていたのではないですか。それで、何かの都合で北側になってしまって、や

っていなかった猛禽調査が今浮上していると、そういうことはないですか。 

 

[コンサル] 

はい、そういうことはございません。こちらは、調査地点として北も南も含めて調査を行っ

ております。 
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[前田委員] 

それであれば、南側を調査するときに、北側にも定点を置いて調査をしていれば問題はなか

ったんですよ。なぜそこで北側を省略してしまったのか。そこが理解できません。 

 

[コンサル] 

希少猛禽類の項目にはなるのですが、イヌワシの出現状況を踏まえた調査期間の追加となり

ます。 

 

[前田委員] 

イヌワシが出たのは南側ですから、南側だけを調査すればいいと思ったのですね。でも実際

南側は事業地にならなかったわけです。北側もイヌワシが出たかもしれませんので、事業地の

可能性があるのであれば、そこはやはり調査するべきだったと思います。 

 

[コンサル] 

ありがとうございます。イヌワシにつきましては、今回の調査では主に秋に確認されている

状況でした。その中で確認されている範囲は割と限定的であったという調査結果をお示しさせ

ていただいております。ですので、この場所がどういった形で使われているのか、イヌワシに

とっての重要性という観点で、調査を行っていたところでございます。 

 

[前田委員] 

今言われたのは南側で、今回の事業地から外れるわけですよね。そこが問題なのではなくて、

調査をしなかったところが問題です。違う地域になりますから、南側だけでやっていればそれ

でいいというものではないので、北側もきちんとやってくださいということです。 

 

[コンサル] 

ありがとうございます。北側につきましても、冬期については鳥類調査を実施しまして、定

点という観点とは異なりますけれども、任意観察調査で平成 28 年 12 月 19 日から 22 日まで、

ラインセンサス法による調査、ポイントセンサス法による調査として実施を行っている状態と

なっております。ですので、こちらの方も調査期間として含めて考えますと、冬期間というと

ころでは網羅できているというようにも判断できるかと思います。 

 

[前田委員] 

そういった代替調査で十分だという理由や根拠がありますか。もしそういうのがあれば、他

のアセスでもみんな冬の調査をしなくなってしまいますよね。これを調査するのが基本で、し

ないというのは普通考えられません。よほどの理由があるなら、それを聞かせていただきたい

のですが。当然するべき調査をやらないで終わらせてしまったというのは、あまりにも不自然

ではないでしょうか。 

 

[伊藤歩会長] 

今、御回答いただいている方は事業者の方ですか。事業者の方のお考えを、ここでお聞かせ



25 
 

いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

[事業者] 

はい。これまで配慮書、方法書について環境影響評価技術審査会でも御審議いただいている

中で、審議いただいた形で調査を行ってきたと理解をしているところでございます。御指摘の

とおり、南側について事業地を削減したというところも含めて、御審議いただいた手法で進め

てきたと考えているのが、正直な感想でございます。また、こちらの調査につきましては、環

境影響評価を委託しております気象協会さんの方で、きちんとそれをやっていただけるという

ことで、これで妥当であるという御説明をいただきましたので、そのように認識して準備書を

出させていただいておりますし、我々としても本日ここに臨ませていただいているところでご

ざいます。 

 

[伊藤歩会長] 

今のやり取りをお聞きになって、北側の調査は十分にやられているということで、よろしい

のでしょうか。 

 

[事業者] 

御審議いただいた方法の通りやっており、十分やっていたと認識しているところではござい

ます。 

 

[伊藤歩会長] 

分かりました。前田委員、いかがでしょうか。 

 

[前田委員] 

十分という以前に調査をやっていません。十分という話でもなくて、そこでは冬に全く観察

をしていません。何がいるかも分かりません。そういう状態なのですが、それでも構わないと

言っていますので、それはあんまりではないですかと申し上げています。調べないで「これで

いいよ」とそういうことを言っています。「調べなくていい。もう見なくていい。」と、そう言

われているわけで、それは問題だと思いませんか。 

 

[事業者] 

こちらにつきましては、調べていないというように今御指摘をいただいているわけでござい

ますが、我々としましても、調査をするにあたって事前に専門家の先生にもヒアリングを行い、

また、方法書でどのような調査を行うかを御審議いただき、その上できちんと調査をやってき

たと考えております。御審議いただいた方法書で、追加でやるようにというお話があった調査

をやっていないというわけではなく、御審議いただいた上で、専門家の先生の意見も伺ってや

っております。我々としましては、きちんとプロセスを経て確認しながらやってきたと考えて

おりますので、必要な調査をやっていないのではないかというのは、承服しかねると思ってい

るところでございます。 
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[伊藤歩会長] 

はい、方法書で出されたことについて、きちんとやられているということです。ただこの準

備書の段階で指摘されるということもありますので、それは知事意見を作成する上で検討させ

ていただきたいと思います。前田委員、よろしいでしょうか。また、何かコメントがあればお

願いします。 

 

[前田委員] 

繰り返しになりますので、結構です。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、よろしいですか。それでは他にもいろいろ御質問が出ておりますので、次に進みたい

と思います。37番について、いかがでしょうか。 

 

[前田委員] 

これも調査に関するものですが、「イヌワシの生息エリアではない」という意見をもらったと

いうことは評価書に書くという御回答ですので、これは書いていただきたいと思います。それ

から、ガイドラインで２営巣期を含めた調査をしましょうとされていて、ほとんどのアセス調

査でそのようにやっていますが、ここではどういうわけか 1 シーズンしかやっていません。こ

れまで十分に期間もあったので、２シーズンやろうと思えばできたと思うのですが、なぜ 1 シ

ーズンで十分だと判断したのかよく分かりません。もし簡単にその理由が言えるならば、今お

願いします。 

 

[コンサル] 

１シーズンとした理由といたしましては、こちらの出現傾向というところで、ミサゴ、また

ノスリの繁殖状況といったところを考慮して設定しております。ノスリやミサゴについては、

毎年繁殖が成功するというところが一つ考えられるかと思います。こちらの方で地域の猛禽類

の状況は把握できたのではないかと判断しております。 

 

[前田委員] 

毎年繁殖が成功するなど初めて聞く話ばかりで、かなり独自の基準を持っているようで、と

てもついていけないのですが、時間がありませんので先へいきたいと思います。 

 

[伊藤歩会長] 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは続きまして 38番、前田委員お願いい

たします。 

 

[前田委員] 

38番は結構です。 

 

[伊藤歩会長] 
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はい。それでは 39番お願いします。 

 

[前田委員] 

39番は言葉の問題かもしれませんが、風力発電機の衝突リスクを算出して、結構高い予想も

出ているのですけれども、それに対して「周辺を広く利用しているから大丈夫だ」というよう

な表記をする、という回答です。鳥が周辺を広く利用しているのは当たり前のことで、周辺に

もいるけれど、それでも風力発電機に衝突してしまう、そういう問題が起きているということ

を全く理解していなくて、「周辺があるのだからそっちに行けばいいだろう」という、そういう

意向を感じさせるような表記で、今の世の中ではこのような認識では問題だと思います。この

衝突リスクも、もちろん周辺に行ったり回避したりもするけれど、それでも当たってしまう。

そういうリスクを出しているので、その上に、「効果があるから大丈夫だ」という、そういう言

い訳をされるのは、やめていただきたい。直していただきたいと思います。 

 

 [コンサル] 

ありがとうございます。記載の内容につきましては、評価書段階でもう少し見直しを行いま

す。 

 

[伊藤歩会長] 

それでは、進めてよろしいですか。40番のところはいかがでしょうか。 

 

[前田委員] 

40番はノスリへの影響についてです。半径 500メートル程度の忌避範囲をお願いしたのです

が、そのようにする手法はそもそも知らなかったということで、文献を教えて欲しいというこ

とでした。文献ですけれども、『陸上風力発電事業による生態系への環境影響評価の手法と課題

報告書』というのが平成 31 年に出ておりまして、これはインターネットでも見ることができま

す。これは報告書ですが、その中で風車付近における生態系への影響という項目がありまして、

様々な種が風車に影響される範囲をレビューしたものが表になって載っております。日本の例

はなくて、海外の例を引用していますが、例えばヨーロッパのノスリだと影響範囲 500 メート

ル、その他でもいろんな種について出ていまして、概して 500 メートルぐらいを目安としたら

いいのではないかというようになっております。他の事業でもそういった数値を使って評価し

ておりますので、ここは 500メートルを用いて再評価をお願いしたいと思います。 

 

[コンサル] 

ありがとうございます。文献を確認いたしまして、半径 500 メートルというところについて

も記載させていただきたいと思っております。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、それでは他に鳥類のところはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは続き

まして植物の方に移りたいと思います。大嶋委員から御質問をいただいておりますけれども、

いかがでしょうか。 
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[大嶋委員] 

簡潔にお答えいただいておりますが、どういう影響があるのかなど、慎重に検討していただ

きたいと思います。 

 

[事業者] 

ありがとうございます。御指摘の通り、慎重に検討しながら進めたいと考えております。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、よろしいでしょうか。それでは 42番、櫻井委員は本日御欠席されております。それか

ら 43番についても、鈴木委員は、今は退室されています。その他、植物に関して御質問がござ

いましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは続きまして、景観に移

りたいと思いますが、齊藤委員いかがでしょうか。 

 

[齊藤委員] 

事業者さんの回答ですが、私の説明が不十分だったのかなと思います。ここから選んだ理由

が分からなかったというところで、中心から少し右側のところにサイロのようなものがあって、

その後ろに風車が見えていると思います。ただ、このエリアでいうと、奥の方に建屋があって、

砂利の道路が続いているように見えますが、そこからだったらもっと見えるのではないかと思

いました。なぜこの陰に隠れてしまうようなところが景観の位置だったのかというところです。

右側の奥の方に平屋の家があって、そこからだったらサイドが隠れずにもっと大きく見えてし

まうのかなと思いました。もしこれがすごく見えるのであれば、あえて見えないところを視点

にしてしまったと捉えてしまうので、そこが確認したかった内容です。 

 

[コンサル] 

回答が不十分で申し訳ありませんでした。最初の回答で、フォトモンタージュを出していた

だきたいという御要望をいただきましたが、まず方法書の段階で景観の調査地点に設定してい

なかったので、その時写真が手持ちでなかったというのが一つあります。一方で、ここは騒音

の調査地点になっていたので、その時に写真を撮っていましたから、そのときの写真を使って

最初の回答で提示させていただいたところです。追加質問でまた御指摘をいただいて、そこで

改めて検討はしましたが、騒音調査の実施当時も、ここは牧場の管理用地であまり奥に入り込

めないという事情がありましたので、これ以上新たに作成ができなかったということで回答さ

せていただきました。おっしゃる通り、工作物の陰に隠れている部分がありますので、そこか

ら少し外れて見える位置まで移動すれば、おそらく 0.5 度以上は視野角が変わってくるかと思

いますので、視野角が高くなるだろうというのは、御指摘の通りだと思います。写真の意図と

しては、先ほど申し上げた通り、今対応ができなかったというのが実態でございました。 

 

[齊藤委員] 

はい。もし対応できるのであればお願いします。必ずしも騒音や大気質のポイントが景観の

ポイントとイコールではないはずですので、あくまでも景観は景観としてポイントを選定する
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というのが大前提だろうと思います。その中で、このように景観問題というのは、少しずれた

だけでも見える、見えないがこういう工作物があると出てしまいますし、あとは植樹帯がある

だけでも変わります。夏・冬、木が枯れる・枯れないだけでも変わりますので、やはりそうい

ったところをもう少し配慮いただければいいのかなと思いました。もし評価書の方で、こうい

ったところがお示しできるのであれば、そちらの方でお示しいただきたいと思います。 

 

[事業者] 

御指摘ありがとうございます。牧場ということで、なかなか入れる場所、入れない場所があ

るというように聞いているのですけれども、そちらも踏まえまして、極力よい写真を用いるよ

うに検討したいと思います。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。三宅委員お願いします。 

 

[三宅委員] 

準備書の中で、発電機の景観配慮色という話が書かれていて、それは別にいいことですが、

グレー系というように限定されていますので、そこはきちんといろんなパターンをシミュレー

ションされる方がいいと思います。評価書ではそこを御検討いただきたいと思います。 

街中で言えば最近はダークグレー、ダークブラウンを基調とするものが多くなってきていま

すし、それが推奨されていますけども、この規模の工作物においてそれが当てはまるかという

ことに関しては、はっきりとは言えません。景観というスケールで考えたときに、それが妥当

かどうかという評価が一番重要になると思います。環境配慮ということは素晴らしいと思いま

すので、グレー系という断定はしない方がいいのかなと思いました。 

 

[事業者] 

はい、御指摘ありがとうございます。こちらにつきましては、メーカーなどでもグレーの色

が一番自然に溶け込みやすい色だということで、我々としてもグレーを基本として考えており

ますが、今御指摘いただきましたので、最終的にどうなるということまでは言えませんが、検

討はしてみたいと思います。 

 

[三宅委員] 

季節でも変わりますからね。あと大きくなると、色の見え方は全然変わります。 

 

[事業者] 

ありがとうございます。 

 

[伊藤歩会長] 

はい、他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。私からですが、先ほど齊藤委員からの

御質問にあった写真について、実際どの地点なのかというのは非公開ですか。公開で大丈夫で

すか。 
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[事務局] 

お手持ちの資料を引用して、口頭である程度示していただく分には公開で構いません。 

 

[伊藤歩会長] 

はい。今住居の分布などで準備書の 190 ページを見ていたのですが、これで言うとどのあた

りでしょうか。 

 

[コンサル] 

別添資料 12 だと区域が分かりやすいのですが、真ん中の丸でくり抜かれているところです。

真ん中の少し南側の丸でくり抜かれているところに 1 軒あって、そこから東側を向いて 180 度

ぐらいの画角でこれを撮影・作成しています。 

 

[伊藤歩会長] 

現地で見たところですか。 

 

[コンサル] 

はい。 

 

[伊藤歩会長] 

大分近い気がしたところですね。はい、分かりました。他にございますか。景観に関して、

よろしいでしょうか。それでは続きまして、45番人と自然との触れ合いの活動の場のところに

なりますが、永幡委員からありましたらお願いします。 

 

[永幡委員] 

最終的な結論としてきちんと評価書に書いてくださるということなので、これでいいと言え

ばいいのですけれども、間違っても元の環境基準などを一方的に持ってくるのはやめてくださ

い。もちろんある程度大きな音が大丈夫なところはきちんとそれを書いた上で、騒音レベルで

評価すれば十分ですし、そうではなくて、音が聞こえること自体が問題になるところであれば、

騒音レベルも情報としては必要ですけれども、どのように聞こえてしまうのかということを、

厳密に調査していただけたらと思います。 

今日の配付資料№2-③住民からの意見に対しての事業者見解の 28ページの意見３ですが、こ

ちらを見ていると、「ふるさとの環境を損ないます」、「洋野の山野の景観、低周波騒音」などと

書いてあって、これは、そのまま各項目を並べているだけのようにも一見見えるので、どこま

でここでの騒音を重く見るべきかというのは、もちろん、それ自体を評価する必要があるかと

は思いますけれども、一方で里山とか山野で求められている静かさというのは、いわゆる普通

の生活空間の位置付けとは違う可能性がありますよね。要するに、環境基準というのは基本的

には適用区域は都市ですが、そのセンスでしかさっきの騒音のところでは見ていません。それ

に対して、この発言者のような地域の方々の生活というのは、求めるものというのが違うよう

な可能性があって、彼らの生活を見るという意味では、もしかすると騒音の評価の方では全く
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太刀打ちができない可能性があります。ですので、そういうこともきちんと踏まえた上で、里

山での必要な静けさとは何かということを十分評価していただけたらと思います。 

 

[事業者] 

御指摘ありがとうございます。それについても検討しながら進めたいと思います。貴重な御

意見ありがとうございました。 

 

[伊藤歩会長] 

よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。それでは続きまして、46番の廃棄物です

が、石川委員の方からありますか。よろしいですか。他に廃棄物関係でございますか。よろし

いでしょうか。それでは続きまして 47番の文化財ですけども、齊藤委員から追加でございませ

んか。他の方はよろしいですか。ないようであれば、続きまして 48番、地域との関係というこ

とで、平井委員から追加でございましたらお願いいたします。 

 

[平井委員] 

特段ございません。玉川集落の方や戸類家の所有者など、風車の土地を貸している方々が多

い集落が少し気になるなと思っておりますので、何か問題が発生した時に、フォローをしてい

ただけたらと思います。あと 48 番、49番から少し外れますが、漁業組合員の方とお話はされて

いるのでしょうか。 

 

[事業者] 

漁業組合につきましては、玉川については、漁業組合の組合長さんと話をさせていただいて

いるところでございます。 

 

[平井委員] 

分かりました。わかめやこんぶをやられているようですので、建設時期のときなど、少し注

意をして連絡されたらよいのではないかと思います。 

 

[事業者] 

御忠告ありがとうございます。こちらも影響を出したいわけではございませんので、随時そ

ういうお話もしながら進めさせていただければと思います。 

 

[伊藤歩会長] 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。私の方からよろしいですか。現地視察の時

に、先ほどのフォトモンタージュを示していただきましたが、割と風車から近いところに家や

畜舎、牛舎などがありました。そういったところの所有者の方にはまだ説明はされていないと

伺っていましたが、その後の状況について教えていただけますでしょうか。 

 

[事業者] 

牛舎のところには２軒、住宅がございまして、その２軒にはお話させていただいております。
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特段否定的な意見はありませんでしたが、建設時期などの観点から、今後も対応を続けていこ

うと考えております。あとは地区ごとに、住民説明会を春までに実施できるよう現在準備をし

ておりまして、各自治会の区長さんと調整させていただいているという状況です。 

 

[伊藤歩会長] 

牛舎の方はどうなのでしょうか。 

 

[事業者] 

牛舎の方は２軒、お話してきております。 

 

[伊藤歩会長] 

例えばこういったフォトモンタージュを示されて、このようになるということを説明されて

いるという理解でよろしいでしょうか。 

 

[事業者] 

建てる場所を明確にお伝えしておりますが、さすがにこのフォトモンタージュを御本人に見

せるわけにもいかなかったので、示してはおりません。建てる場所については御認識されてい

たので、「あの場所にこれだけの高さのものができます」ということで説明をさせていただきま

した。 

 

[伊藤歩会長] 

いずれフォトモンタージュは公開されるのかなと思いますので、もし可能であれば早めに示

していただいた方が、住民の方も理解が早いと思います。他にいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。51 番以降は水環境ということで、関係部署からの質問ですけども、事務局からはよ

ろしいですか。それでは一通り御意見をいただきましたけれども、非公開の質問はございます

か。ないようであれば、その他全体通して御意見、御質問があればお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

私の方で、やはり最初の前田委員のところが気になりました。保全区分Ｂを外さなかった理

由というところで、例えば準備書の 160 ページに保全区分の分布があります。東側、それから

南側のところはぎりぎり入っているところもありますが、やはり西側のところは保全区分Ｂと

大分重なっているというところが気になっております。保全区分Ｄのところに配置できなかっ

た、配置していない理由があれば示していただきたいと思います。Ｄがいいかどうかという点

もありますが、できればＢを外して少し黄色の部分に配置換えするだとか、そういった御検討

をされたのかどうか教えてください。 

 

[事業者] 

御指摘ありがとうございます。こちらにつきましても、現地を見ながら地形などを確認して

配置の検討を進めておりまして、その中で最終的にこの配置になったというところでございま

す。我々も狙ってＢに配置しているわけではなくて、この辺りの地形などを全部見ていきます

とこの形が最適なのではないかということで、示させていただいているところでございます。
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地権者もそうですし、地形もそうなのですけれども、洋野町というところが造林事業もなかな

か盛んな地域でございまして、植林をしているところはできないなど、いろんな制約もござい

まして、現在の配置に至ったという形でございます。 

 

[伊藤歩会長]  

はい、理由としては分かりました。他にいかがでしょうか。リモートで参加されている皆様

もよろしいでしょうか。それでは、これまで各委員から述べられた意見を審査会の意見といた

します。事務局はこれらの意見を踏まえ、本件準備書に関する知事意見の作成をお願いいたし

ます。 

以上で議事の（2）の審議を終了いたします。事業者の方はお疲れ様でした。退席されて構い

ません。次の審議は 16時から開始いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 
（3）(仮称)盛岡薮川風力発電事業 計画段階環境配慮書について 

[伊藤歩会長] 

それでは審議を再開いたします。議事の（3）「（仮称）盛岡薮川風力発電事業 計画段階環境

配慮書」の審議に入ります。初めに、事務局から説明をお願いします。 
 
［事務局］ 

（環境影響評価に係るこれまでの手続状況を説明しました。） 
 
［伊藤歩会長］ 

御説明ありがとうございました。リモートで参加されている委員の皆様も説明内容を聞き取

れたでしょうか。大丈夫でなければリアクション（挙手）ボタンをお願いします。よろしいで

しょうか。それでは、これから審議に入ります。希少動植物等の情報を除いて配慮書に対する

皆様の御意見をお願いします。なお、希少動植物等に関する御質問については、一般的事項を

審議していただいた後に、非公開による審議の時間を設けますので、その際に御発言をお願い

いたします。     

それでは、資料№3-③の番号順に確認したいと思います。まずは１番、複数案・想定区域に

関して、私の方から質問させていただいております。想定区域には保安林、植生自然度 9、KBA、

岩手県自然環境保全指針の区分Ｂ等、重要なところが位置しているため、それに対してどのよ

うな配慮をされたのかという質問になります。事業者さんの回答は、「今後事業実施区域を絞り

込む予定です」、「区域を広めに設定するタイプです」という御回答でした。事業実施区域を絞

り込むということですけども、今の段階で大分重要な地域というのは分かっていて、それにも

かかわらず区域を広めに設定するということは、特に気にしなくていいというように受け取れ

るのですが、その辺りの事業者さんの考えをお聞かせください。 
 
［事業者］ 

株式会社レノバの平と申します。既に分かっている重要な地域について、事業実施想定区域

を検討する上では、基本的にそういった場所が回避できるような形で絞り込んだ結果ではござ

います。ただ、指定された区域の分布状況というものも様々ありまして、今回の我々の事業実
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施想定区域の線引きの中で一部が含まれているということにはなっております。こちらの線引

きにつきましても、どういったバックグラウンドデータを持った上で設定されたラインなのか、

そういった情報も把握できないところもございますので、基本的には回避を前提に考えていき

たいと思いますけれども、今後の我々の現地調査等でより詳しい環境情報を把握した上で、事

業実施区域の確定を進めていきたいと考えております。 
 
［伊藤歩会長］ 

御意見は分かりました。イヌワシについても質問させていただいておりますが、その辺りは

専門の委員にお伺いしたいと思います。２番について、前田委員の方から追加で御質問、御意

見がありましたらお願いします。 
 
［前田委員］ 

イヌワシ等の希少種の情報は通常は出せないのですが、この地域は特に重要で、生息地と重

なっており、さらに営巣地まで近くにあるということなので、本来出せない情報を提供して、

この地域は不適切だということを伝えているわけです。それでも全く考慮されないで、より詳

しいデータがないと対応できないというような回答をいただきました。今これだけ生息地とな

っていて営巣地まであるということですので、全域不適切だと判断するのが非常にもっともで、

それ以上どこかを選んで事業地を作るという選択の余地はありません。 
この回答を見ますと、どこを飛んでいるかを調べて、よく飛ぶところを避けてつくれば配慮

したことになる。そういう理屈をつけて建設に持っていこうという考えなのが分かります。そ

もそもその考え方自体がイヌワシの保全にかなっていません。そこをまず考え直していただき

たいと思います。 
この地域は他の事業でも予定地にされていて、既に知事意見も出ています。立地選定からや

り直さないと、十分に影響を回避することは困難であるというように言われていますので、こ

こも当然同じ評価になってきます。ですから、絞り込み以前に、まずこの場所でやるのは適切

でない、他の場所を見つけるという配慮書の最初の部分、複数案から適切なものを選ぶという

プロセスをきちんとやっていただかないとこの先には進めません。その点は、理解しておいて

いただきたいと思います。 
 
［コンサル］ 

日本気象協会の芳賀です。御意見ありがとうございます。まずイヌワシの件で回答させてい

ただきます。今我々が配慮書で情報収集したものとしては、環境省のイーダスから出ているメ

ッシュ情報ですとか、専門家の方からいただいたヒアリングのコメントとなっております。前

田委員からも御意見ありましたけれども、我々が得られる情報というのは、どうしても限られ

た情報になってしまいます。現地を踏まえた最新の情報を入手した上で、この事業について検

討をしていくという考えではありますが、営巣地や採餌場所、高利用域などの情報というのは、

正直今出ている情報では得られません。現地の結果を踏まえて、影響を回避又は低減できるよ

うな計画を考えていきたいと思います。 
 
［前田委員］ 
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また繰り返しになりますけれども、営巣地がどこかといった情報がなくても、イヌワシの動

き回るスケールから見てこの全域が難しいということがもう明白なわけです。そのように考え

方を変えていただきたいと思います。イヌワシは他の種とスケールが違います。そこの認識を

まず変えてください。そうしないとイヌワシの保護はできません。そういう生き物ですので、

そこは考え方を改めてもらうよう強くお願いします。 
 
［事業者］ 

御意見ありがとうございます。一部繰り返しになりますが、イヌワシが存在することによっ

てこのエリアでは事業ができないという御意見があることは十分承知しております。ただ我々

としましても、その根拠が何であるのかというところは科学的な知見で検証し、その結果をも

って、この事業地で実施できるかどうかを判断したいと考えております。事業者回答にも書い

ておりますけれども、今後現地での詳しいイヌワシの生息状況と飛翔状況が明らかにならない

のであれば、我々の方で現地調査を実施してそれを把握した上で、事業を実施するかどうかも

含めて判断したいと考えております。 
 
［前田委員］ 

とにかく場所をこの中から選べばどこかでできるだろうと考えているように思いますが、そ

の考え自体が間違っていますので、そこから改めるようにお願いします。 
 
［事業者］ 

株式会社レノバの野田と申します。御意見ありがとうございます。この議論において、根拠

を提供したというお話ですけども、具体的な場所や範囲というのは頂戴していない状況です。

先生の目から見ると、このスケールでは難しいと解釈されているものと受け止めております。

この中で必ずどこかを見出して、必ずどこかでやるのだと思っているわけではなく、きちんと

科学的に調査をした上で、定量的に把握をして、場合によっては全域駄目という判断も当然あ

り得ると思っています。ただ、今の段階ではその判断の根拠となる科学的な情報がありません

ので、きちんと調査をした上で、場合によっては当然全面撤退もあり得ますし、場合によって

は縮小で済むかもしれないですし、そこはやはり一度調査をしてみてということですので、そ

こは御理解いただきたいと思います。 
 
［前田委員］ 

判断すると言われますが、イヌワシのことを全く御存知ないのに、どのように判断できるの

か非常に疑問です。こちらの専門家の方は 20 年以上にわたって見てきて、この地域の動きも把

握して、それで言っています。そちらが 1、２年調査をしても判断できないと思います。ですか

ら、こちらのアドバイスを有効に使っていただきたいということで情報提供しています。 
 
［事業者］ 

ありがとうございます。我々としましても、20 年以上調査をされていた専門家の方の御意見

ということは十分承知しております。ただ、やはりきちんとしたデータとして確認した上でな

いと判断は難しいというところもございまして、そこもまた御理解いただきたいところです 。 
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［伊藤歩会長］ 

はい、知事意見の方で議論したいと思います。その他想定区域に関して、髙橋専門調査員は

欠席なので、平井委員から御意見等ございますか。 
 
［平井委員］ 

特にありません。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、分かりました。他に想定区域に関して、追加の御質問、御意見ありましたらお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。石川委員お願いします。 
 
［石川委員］ 

平井委員のところの御回答で、「国有林については担当部署と協議を実施中です」ということ

ですが、解除はどのような条件で行われているのかなど、分かっていれば教えてください。 
 
［事業者］ 

保安林の解除に関する協議について、盛岡森林管理署とは初期の協議状況でございまして、

必要な書類や必要な条件を確認したというところでございます。今後保安林の解除ができるか

どうかといった見込みの協議にはまだ入っていません。 
御質問は国有林についてでした。申し訳ございません。国有林につきまして、国有林の貸付

使用について必要な書類、どういった手続が必要かということを確認する協議を行っている状

況です。 
 
［石川委員］ 

すみません。保安林についてもお伺いしたかったのですが、保安林については解除などの協

議はされていますか。 
 
［事業者］ 

保安林の解除も国有林の貸付と同じ状況で、解除に必要な条件を確認して、今後やっていく

ということになります。まだ具体的に解除ができるかどうかという段階ではございません。 
 
［石川委員］ 

私も保安林のことはよく分からなかったので、事務局に問い合わせをして教えていただいた

ことがあります。林野庁では、保安林の指定解除マニュアル（風力編）を出しているのは御存

知だと思いますが、第１級地は原則解除しないということが書かれています。傾斜が 25 度以上

の区域は原則解除しないということになっていますので、そういった場所になっていないかど

うか。そもそも解除ができないところに区域を設定しても仕方がないと思いますので、確認し

ていただきたいと思います。 
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［事業者］ 
承知しました。第 1 級地が解除できない場所ということも理解しておりますので、今後確認

した上で検討したいと考えております。 
 
［石川委員］ 

今想定されているところが第１級地になっているということですか。 
 
［事業者］ 

例えば保安林内の砂防施設といったところが第１級地に入ってきます。今この中に一部あり

そうだということは分かっていますが、具体の位置、場所に関してはこれからというところで

す。今申し上げたのは、例えば１級地が駄目ですとか、傾斜の問題ですとか、切り盛りの高さ

ですとか、そういった解除できない条件については先ほどのマニュアルで当然把握はさせてい

ただいていますけれども、それがこの範囲の中のどこにあるかというのは、これから調べてい

きますということと、その反映は次以降の図書でやっていきますということになります。 
 
［石川委員］ 

分かりました。ありがとうございます。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、他にございませんか。想定区域に関してよろしいでしょうか。それでは続きまして、7
番以降、累積影響についてです。私からも質問させていただいておりますが、いろいろな事業

と重なっているということで、土地の問題や環境影響の問題とか様々ありますが、交渉は今後

進めていくということで、一応理解はしました。その他のところで、伊藤絹子委員から追加で

ございましたらお願いします。 
 
［伊藤絹子委員］ 

累積的影響の点、大変気になるのですが、それ以前の問題がこの地域には含まれているよう

な気がします。先ほど前田委員の御意見にもありましたが、イヌワシなどの鳥類の生活空間と

して非常に重要な場所だということは分かっていますので、その点については慎重に進めてい

ただきたいと思います。風力発電というのは再生可能エネルギーとして非常に期待されるもの

ではありますが、それを進める一方で、貴重な生態系や希少動物がどんどん失われていくとい

うのは、本来の目的から外れてしまうと思いますので、事業者さんにも慎重に検討していただ

きたいと思います。専門家の御意見もいろいろ聞けると思いますので、その辺りも含めて、慎

重な検討をお願いします。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、ありがとうございました。平井委員からも御質問をいただいておりますが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。三宅委員はいかがですか。よろしいですか。その他、累積影

響に関して御質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは 12 番工程計画

等ですが、私の方から一つ質問させていただいております。変電施設や送電線は事業実施区域
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に含まれるのかということで、含まれないという御回答でしたが、よろしいですか。 
 
［事業者］ 

はい。回答に記載している通りでございます。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、承知いたしました。それでは次に 13 番大河原委員から追加でございましたらお願いい

たします。 
 
［大河原委員］ 

今回の事業想定区域は、非常に大きな風車を建てるということで、当然ブレード等を運ぶた

めの道路も建設することになると思います。当該地には土砂災害警戒区域や砂防指定地も一部

入っているということで、そういった道路の建設等にあたって土砂災害の危険性が考えられま

す。その辺りの今の考え方についてお伺いしたいと思います。 
 
［事業者］ 

ありがとうございます。詳細な設計はこれからですが、基本的に土砂災害警戒区域や砂防指

定地は回避する方向で考えております。 
 
［大河原委員］ 

当該地は、すぐ隣に岩泉町がございますが、2016 年 8 月の台風第 10 号の時に、土石流がど

のぐらい発生したか御存知ですか。 
 
［事業者］ 

申し訳ございません。災害があったことは認識しておりますが、具体的な数字については把

握しておりません。 
 
［大河原委員］ 

町内の一部で 1,000 ヶ所越えです。当該地区は、沢に大量の渓床堆積物が堆積されている区

域です。こういったところに土地改変をもたらすと、大量の土砂が発生するというリスクが非

常に高くなりますので、この点御認識ください。 
 
［事業者］ 

承知いたしました。様々な地質の情報やボーリング調査など、万全を期して設計を進めてい

きたいと考えております。 
 
［大河原委員］ 

沢元の土砂量とか、どういった岩質のものが分布しているのかということをよく調査してか

らでないとなかなか難しいのではないかということをお伝えしておきます。 
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［事業者］ 
承知しました。ありがとうございます。 

 
［伊藤歩会長］ 

はい。他にいかがでしょうか。工程計画のところはございませんでしょうか。それでは続き

まして騒音に移りたいと思います。石川委員の方から追加の御意見があればお願いいたします。 
 
［石川委員］ 

再質問をさせていただいて、御回答を拝見しました。音の感じ方には個人差があるなど、い

ろいろ記載していただいていますが、個人差があるのであれば、より安全を考えると距離をよ

り長くするという方向に働くのではないかと思います。いろんな要因があるので、そのまま 400
メートルで設定したというような考え方は、環境影響評価としてはよくないのではないかと私

は思っています。それから、再質問のところでも記載させていただきましたけれども、この引

用されている報告書の時よりも、かなり風車が大きくなっているということを考えると、遮蔽

とかいろいろ書かれていますが、やはり安全側を見た考え方で検討されてはどうかと思います。 
 
［コンサル］ 

日本気象協会の山﨑と申します。御意見ありがとうございます。本件につきまして、400 メ

ートルという値を参考にさせていただいておりますが、実際は 400 メートルでよいと考えてい

るわけではございません。現地を確認させていただいて、実際に影響のない値であるかという

ことを踏まえつつ、距離を出していくことになります。そのため、今後の調査を踏まえて、適

正な距離を見極めたいと考えております。 
 
［伊藤歩会長］ 

よろしいですか。はい。それでは続きまして 15 番、私も同じような質問になりますので今の

御説明でまずは理解したいと思います。続きまして 16 番、大西委員からも騒音について御意見

をいただいておりますけども、いかがでしょうか。 
 
［大西委員］ 

今回答がありまして、今後も 400 メートルでいいのかどうか検討したいということでしたが、

400 メートルでは足りないとなった場合はどうされるのですか。もうかなりキツキツだと思い

ますが。 
 
［コンサル］ 

400 メートルだからという考え方ではなくて、その音の指針値を踏まえまして、実際の調査

で得られる具体的な値をもとに距離を選定していくという形になります。その過程で、恐らく

はこの 400 メートルよりもより距離を取った値になると思いますが、具体的に何メートルとい

うのは、今ここでは申し上げることができません。 
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［大西委員］ 
具体的な数値を出せないということはその通りだと思いますが、400 メートルで足りなけれ

ばもっと距離を取る可能性があるということは、どんどん規模を縮小する可能性は十分にある

という認識でよろしいですね。 
 
［コンサル］ 

はい。御認識のとおりです。 
 
［大西委員］ 

分かりました。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、よろしいでしょうか。それでは続きまして 17 番、平井委員から追加でございましたら

お願いいたします。よろしいですか。それでは 18 番、永幡委員からございましたらお願いいた

します。 
 
［永幡委員］ 

先ほど指針値を持って判断するというお話がありましたが、指針値は騒音の健康影響のうち、

一体何に対して評価しているか御存知ですか。 
 
［コンサル］ 

一般に残留騒音と呼ばれているものです。 
 
［永幡委員］ 

そうではなくて、環境省の出している指針値が具体的に扱っている健康影響は何ですかと聞

いています。 
 
［コンサル］ 

アノイアンス、気になる気にならないというところが出てきますので、そういった指針だと

理解しております。 
 
［永幡委員］ 

はい。それでは、世の中で科学的に知られている騒音の健康影響には何がありますか。 
 
［コンサル］ 

風車に限らず、睡眠障害といったところが一般的にあると考えております。 
 

［永幡委員］ 
睡眠障害について、風車からの距離が 1.5 キロメートル以内の住民だと、２キロメートル以

上の人と比べてオッズ比が約２倍になるという知見があります。これは無視してしまってよい
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のですか。先ほどから科学的根拠を持って建てる建てないを考えると言っていますけれども、

アノイアンスというのは、健康影響のうち一部だけで、かつ科学的にある程度確定できている

話だけをしています。これでもＷＨＯは暫定値だと言っています。完全に科学的に明らかにな

ったとは言っていません。これで健康を守れますか。 
 
［コンサル］ 

我々としては、環境省が出した指針に基づいて評価をしていくのが基本だと思っています。

一方で、これから現地調査を踏まえて、どれぐらいの影響があるのかといったところ、現地の

状況を見ながら、有識者にヒアリング等を行って考えていきたいと思っております。現状では

400 メートルで十分だとは思っておりませんので、現地調査の結果を踏まえて、具体的な検討

を進めていきたいと思っております。 
 
［永幡委員］ 

科学的知見がはっきりしないところで、仮に出されている環境省の値だけで判断してよいと

いう科学的な根拠はどこにあるのですか。 
 
［事業者］  

影響がないことを証明しなさいという話になると科学的には難しいと思っています。我々は

環境影響評価法の中で手続を進めて、予測及び評価の手法を決めていきます。風車の騒音に関

しては、環境省がオーソライズした指針があって、それが更新をされていないという状況にお

いては、ひとまずはこれを我々の予測評価の基準として用いていきたいと考えています。ただ

し、今後指針が変わってくれば、場合によっては反映していくということは当然考えうるとこ

ろだと思っています。 
 
［永幡委員］ 

最新の科学的知見を反映するということは、評価図書を読んでいると常に書かれています。

それであれば、今最新の知見はこちらの睡眠影響の可能性があるという方になります。ガイド

ラインよりは後に出ています。ですから、ガイドライン後の最新の知見も踏まえるということ

であれば、書いたとおりにやってください。 
 
［事業者］ 

御意見ありがとうございます。こちらに書かれている疫学的調査の文献はもちろん把握はし

ておりますので、そちらを参考にしながら検討を進めていきたいと思います。 
 
［伊藤歩会長］ 

よろしいでしょうか。騒音について、他にございませんでしょうか。それでは続きまして、

水環境の方に移りたいと思います。19 番、20 番は私からの質問ですが、御回答いただいた通り

で理解いたしました。それから 21 番以降、伊藤絹子委員から御意見いただいておりますけど

も、追加で御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 
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［伊藤絹子委員］ 
特にありません。 

 
［伊藤歩会長］ 

ありがとうございます。水環境のところ、大西委員からも御意見をいただいておりますが、

いかがでしょうか。 
 
［大西委員］ 

岩洞湖が直下にあるので、台風などの暴雨時の影響はないのかということに関して、「水の濁

りについて予測評価をします」という回答でした。そうではなくて、水源保安機能が失われる

ということで、近年よくあるゲリラ豪雨などで岩洞湖に一気に水が流れて、ダムの貯水量に影

響がないのかということについて心配していました。 
 
［事業者］ 

我々の事業による伐採、改変により、豪雨時の流量に影響するのではないかといった御意見

であると理解しております。これにつきましては、今後検討が進んだ場合には、林地開発許可

や保安林解除の協議において、下流の河川水域に対する流量の影響については、設定された計

画流量を超えないような、沈砂池等の防災施設を設計するといった協議が進められることにな

りますので、基本的には、豪雨時において岩洞湖に大きな影響が出ないような設計になると理

解しております。 
 
［大西委員］ 

分かりました。 
 
［大河原委員］ 

すみません、先ほど出た部分なのですが、21 番の回答のところで、「小河川や沢、湧水箇所な

どは把握できておりませんので、方法書以降の図書において、把握に努めます」という話でし

たが、これだけでは当該地区の防災に関しては、かなり難しいと思います。特に沢に大量の渓

床堆積物が堆積されていて、2016 年の台風第 10 号の時に出てきた土砂は６年たった今でもま

だ浚渫しています。堀りきれないぐらい大量に出まして、6 年たった今で浚渫が終わってない

という状態です。出てきた量を適切に把握しなければ対応できなくなるということを言ってお

きたいと思います。 
 
［事業者］ 

御指導ありがとうございます。沢元における堆積物の状況に非常に気を付ける必要がある地

域だということは、社内でも共有して、今後反映していきたいと思います。 
 
［伊藤歩会長］ 

先ほど沈砂池というキーワードが出てきましたが、それはあくまで工事中の話であって、設

置後、伐採などが起きたときに流出率は増えますので、その辺りをきちんと考慮されるのと、
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水だけでなく、やはり土砂の影響というのも十分に配慮した計画にしていただければと思いま

す。 
 
［事業者］ 

承知しました。ありがとうございます。 
 
［伊藤歩会長］ 

水環境のところはよろしいでしょうか。それでは続きまして 24 番風車の影ですけども、これ

は私からの質問になります。現時点で想定している保全措置は配置の検討及び機種の検討とい

うことですが、具体的に風車の影響が出そうなところはあるのかということと、それに対して

どういう評価をしていくのかというところ、現段階で分かる範囲で結構ですので、教えていた

だければと思います。 
 
［事業者］ 

まだ具体的に予測等は進めておりませんので、現段階で風車の影の影響が明らかに出そうな

場所というのは言えないところです。ただ、我々が示している風車の設置からの距離が近いだ

ろうというところは、方角等の考慮もありますが、影響はありそうだと認識をしております。 
 
［伊藤歩会長］ 

それをどのように評価して、保全対策をされるのかというあたりは、今の段階でどうお考え

でしょうか。 
 
［事業者］ 

今のところは、風車の影のシミュレーションを行った結果、年間影がかかる時間で評価をす

る。そして、国内においては基準が今現在ないということもございますので、海外の指針をい

くつかピックアップして、その準用によって判断をしていく。また、明らかにそれを超える住

宅があった場合においては、個別に対応を検討していきたいと考えております。 
 
［伊藤歩会長］ 

そのような場合には、やはり配置を少し変えるといったことになるのでしょうか。 
 
［事業者］ 

その結果をもとに配置を変更していくということは、もちろん検討することになります。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、分かりました。他にいかがでしょうか。影についてはよろしいでしょうか。それでは

続きまして、動物について大西委員の方から追加でありましたらお願いいたします。 
 
［大西委員］ 

25 番と 26 番で質問していて、基本的に何かあったら追加の調査をするということですが、
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26 番の回答で、「方法書以降の現地調査において」のところが引っかかりました。言葉尻を捉

えるようなことになるかもしれませんが、方法書を作成した後の調査ですか。方法書を作る前

に調査をして、その結果を方法書に書かないと意味がないと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
［コンサル］ 

日本気象協会の芳賀です。方法書前の調査については、可能な限り文献資料や既存の資料、

地形図など、そういったものを把握するようにいたします。あとは、現地調査の計画をする前

に、ある程度現地下見も行いますので、その際に可能な限り生息の可能性が高そうなところを

ピックアップして、それを方法書に反映する考えです。さらに詳細なデータというのは、方法

書以降の調査で収集していくことになります。 
  
［大西委員］ 

そちらのやり方はそれでいいのかもしれませんが、結局、次の方法書の審査会でも、こちら

は同じ質問をせざるを得ないと思います。もし方法書以降の調査において重大な何かがあった

ら、大幅に変更せざるを得ないこともあります。その時はそちらとしてもダメージが大きいと

思うので、私としては方法書の前に調査ができるならして欲しいというのがコメントです。 
 
［事業者］ 

御意見ありがとうございます。環境アセスメントの制度に準じてやっていくことにはなりま

すが、方法書でアセスメントの調査をどのようにやるかというのを、事業者の方でまずは計画

を立てて、専門家の方からも御助言等いただいて、調査の手法を決めていくのですけれども、

そういった専門家の方のコメント等も調査方法に反映させて、適切な手法で現地調査をして、

その結果を踏まえて、今後の事業計画に反映していく考えです。方法書の前の現地調査も全く

やらないと言っているわけではなくて、場合によってはピックアップして行うということは当

然考えておりますので、今の御意見については前向きに検討していきたいと思います。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、ありがとうございました。それでは続きまして 27 番の生態系について、伊藤絹子委員

の方から追加でございましたらお願いいたします。 
 
［伊藤絹子委員］ 

御回答を見ると方法書以降で追加するということですが、やはりこの配慮書の段階で、この

地域の生態系についてきちんと理解しておく必要があると思います。なるべく早い段階でフロ

ー図や図表を作っていただいて、まずは理解していただきたいと思います。御検討をお願いい

たします。 
 

［伊藤歩会長］ 
はい、ありがとうございます。今回の追加資料で出していただけるのが一番よかったのでは

ないかと思います。続きまして 28 番以降、景観の方に移りたいと思いますけども、よろしいで

しょうか。それでは三宅委員の方からお願いいたします。 
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［三宅委員］ 

住民の方の意見ももちろん大切ではありますが、来訪者の方は、非日常の人工物のない大自

然を体験しに来られるので、そういう方が何を大事にされているのかをしっかり把握していた

だきたいと思います。要はその方達を失望させるような場になってしまったらそこが使われな

くなってしまいますので、そうならないような配慮をお願いしたいということがここの趣旨に

なります。ぜひ住民の方以外の意見を聞けるような取組をお願いします。 
 
［事業者］ 

承知いたしました。今後の現地調査におきましては、利用者の意見聴取など、そういった詳

細な情報をできるだけピックアップしていきたいと考えております。 
 
［三宅委員］ 

お願いします。29 番も同じですが、冬になると湖上は歩けるので視線が反対方向になるとい

うことです。冬は念頭に置いて欲しいと思います。 
それから 30 番は書かれているとおり、丁寧にお願いしたいと思います。 
31 番ですが、ここはすぐに頭の中で立体地形が浮かばない複雑なところになります。私もこ

の眺望保全領域に対してどれぐらいの高さでどう見えるかというのがすぐに浮かばないのでこ

のように書きましたが、盛岡市さんときちんと相談されることをおすすめします。 
 
［事業者］ 

ありがとうございます。最後の盛岡市さんのところですが、風況観測塔設置の際にもやり取

りをしておりまして、定められた場所から見えるかどうかが重要というところも理解しており

ますので、今後、適切に対応していきたいと思います。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい。他に景観のところでいかがでしょうか。それでは続きまして、人と自然との触れ合い

の活動の場のところで、永幡委員からお願いいたします。 
 
［永幡委員］ 

極めて良くない記述だと思って回答を読んでいました。まずはこの話から一旦離れて、話を

整理するために簡単な例題を考えていただきたいのですが、花見の場において花を全部切って

しまいました。これは、触れ合いの場として存続していますか、消失していますか。 
 
［事業者］ 

回復が見込めない状況という前提であれば、触れ合いの場を構成する要素が失われたという

状況になると考えます。 
 
［永幡委員］ 

そうですよね。そうすると、静けさを楽しみに行く場所で、静けさがなくなってしまったら、
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完全にその場は消失します。 
 
［事業者］ 

人と自然との触れ合いの活動の場が、静穏性のみを価値とした場所であれば、その通りだと

思います。 
 
［永幡委員］ 

そうでなくても、静穏性が失われてしまったら、少なくとも静穏性という部分に関しては完

全に失われますよね。少なくともそれを楽しみに来ている人は全くそこを楽しめなくなります。

極端な話、例えば視覚障害者の方だったら、目で見える景観がすべて整っていても、その人に

とっての人と自然との触れ合いの活動の場にはならないですよね。風力発電所を作るというこ

とは、音で直接的に、しかも自分の敷地から超えたところまで含めて、触れ合いの場を完全に

消滅させてしまう可能性があるということです。本当に極めて静穏なことを求める場所から、

多少静穏であれば十分なところまであるので、可能性という言葉を付ける必要はもちろんあり

ますが、完全に消滅させてしまう可能性があるということは、この手引きの考え方に従うなら

ば、やはり配慮書段階から考えておかなければならないことです。間接的な影響ではなく、直

接的な影響です。そのことをまずきちんと認識していただきたいと思います。その上で、遮蔽

物がない状況で音が聞こえてくる可能性のある範囲の中で、一体何があるのかというのを最初

に把握しておかないと、結局方法書段階でどこの何を守ればいいのかというのを提案しようが

ないと思います。ですので、本来であれば今日の段階で、どこがそのような触れ合いの場とし

て、静穏性が求められる可能性がある場所なのかというのを一覧として挙げてもらわないと、

配慮書としては極めて問題のあるできだと評価せざるを得ないと思います。 
 
［事業者］ 

我々がこれまで他のところでやってきているものと比べるとあまり慣れていない形の御指摘

なので、新鮮だと思っております。人と自然との触れ合いの活動の場の構成要素として、静穏

性があればという前提のお話でしたので、仮定を重ねての質疑になり、言い切ることが難しい

と思っておりますが、我々も非常に静かなところがあって、それを楽しみにしている方がたく

さんいらっしゃる場所を壊そうと思っているわけではないということは御理解いただきたいと

思います。これを配慮書の中でそういった観点で全て網羅するということが、手引きや各種マ

ニュアル等によって求められているのかどうかというところは、また話が別かなというところ

はあるかと思っておりますが、そういった御指摘を受けたということは一旦受けとめさせてい

ただいて、今後検討したいと思います。 
 
［伊藤歩会長］ 

よろしいですか。他にいかがでしょうか。それでは続きまして、文化財のところですけども、

こちらは私からの質問で、影響がないように設計するということで理解しました。以上になり

ますが、そのほかにいかがでしょうか。石川委員お願いします。 
 
［石川委員］ 
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参考までに教えていただきたいのですが、実際の騒音調査というのはどのようなことをする

のですか。 
 
［コンサル］ 

一般環境の調査となりますと、基本的には風車が見える住宅のお庭に騒音計と低周波音計を、

大体４日から５日間置かせていただきます。マニュアルに基づき３日間は調査が必要ですので、

それ以上の調査をいたします。まだ方法書に入っていませんので、それを４期やるのか２期や

るのかというのはこれから検討させていただきます。なお、これがベースの残留騒音になって、

そこから我々の風車がどれぐらいプラスになるのかといった予測を今後実施していくというよ

うな過程を踏みます。 
 
［石川委員］ 

その予測というのはどのようにされるのですか。そこがすごく大切ですよね。非常に大きい

風車なのでまだ日本にはないかと思いますが、そうすると直接測定することはできないので、

計算が確立されているのかどうか、そこを教えてください。 
 
［コンサル］ 

計算手法としましては確立されていると思っています。一方、大きな風車のインプットの諸

元というのは、６メガ級というのはまだ出ていないところもありますので、基本的にはメーカ

ーからいただいた値を、私たちのシステムに入れ込んで計算を回していくという手段になりま

す。基本的にはメーカーさんの値を信用して、我々は予測をしていくということになります。 
 
［石川委員］ 

基本的に大きな風車になれば騒音は大きくなるということは変わらないですか。遮蔽とかは

何もないという前提ですが。 
 
［事業者］ 

基本的に風車が大きくなれば騒音は大きくなります。あとメーカーさんは大体ヨーロッパで

作っていますが、ヨーロッパは IEC 基準という基準がありまして、この基準の中で、風車を作

るときにどのぐらいの音が、どのぐらい出るのかというのは測定をして、それを諸元として我々

のようなユーザーに提供することになっていますので、やり方自体は決まっているということ

になります。基本的に風車が大きくなると大体音が大きくなりがちですが、これもギアレスや

ローターの大きさ、羽の長さ等によっても変わってきます。ただ、一般的には風車が大きくな

れば音も大きくなるというのは傾向としてはあります。 
 
［石川委員］ 

もう一つ教えていただきたいのですが、海外では既にそういった大きな風車を建てられてい

るのですか。 
 
［事業者］ 
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今この場で詳細を把握できているわけではないのですが、６メガ級のものでしたら実証機を

建てられていたと思います。 
 
［石川委員］ 

それであれば、実際に建ったところで騒音を測定するというようなことを、メーカーさんが

もしやられるようであれば、そういうデータをぜひ活用していただきたいと思います。計算と

照らし合わせるなど、実際のところを知りたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
［事業者］ 

我々としましてもメーカーからきた騒音のデータが実測なのか、正確性はどうかというとこ

ろきちんと検証しながら対応することにしておりますので、承知いたしました。 
 
［永幡委員］ 

今の話に関連しますが、個体差というのは大体どのぐらいあるのですか。参考値として与え

られる値で計算していて、計算式に入れれば大体合っているだろうという認識でいるのですが、

一方で、個体差がどれくらいあるのかというのをあまり考えなかったなと思いました。もうか

なり正確に出ていて、ばらつきも少ないから信用して大丈夫ということなのでしょうか。 
 
［事業者］ 

個体差というかどうかというところもありますが、風車をあまりメンテナンスせずにほった

らかしで運用してしまうと、風車は故障してきます。そういう場合には異音が出てきますので、

全ての風車が同じ音を出し続けるかというとこれは違いますということになります。 
 
［永幡委員］ 

異音ではなくて、実際に建てたときに、例えばかなり誤差が大きくて、より人家に近いとこ

ろにそのはずれ機が来てしまうなど、そういうことも起こり得るのか、そういうことは考えな

くて大丈夫なのかという話です。 
 
［事業者］ 

いわゆる出荷段階の差のようなお話ですよね。これに関しては、正確な値は把握しておりま

せんので、確認をさせてください。メーカーの方に問い合わせてみます。 
 
［伊藤歩会長］ 

はい、よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。リモートで参加されている委

員の皆様もよろしいでしょうか。それでは、希少動植物等に関する非公開の質問はありますか。

特にないようですので、これまで各委員から述べられた意見を審査会の意見とします。イヌワ

シや騒音、景観、土砂災害、生態系など、いろいろな御意見、御質問が出ました。イヌワシに関

してはやはり厳しい意見になるのではないかと考えております。事務局はこれらの意見を踏ま

えて、本件配慮書に関する知事意見の作成をお願いいたします。 
以上で、本日の審議を終了いたします。事業者の方はお疲れ様でした。進行は事務局にお返
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しいたします。 
 
［事務局］ 

ありがとうございました。事業者の方もお疲れ様でした。議事は以上となりますので、事業

者の方は退席をお願いいたします。 
最後に３のその他でございますが、委員の皆様から何かございませんでしょうか。ないよう

ですので、事務局から次の審査会の予定について御説明いたします。 

 

（事務局から次の審査会の予定について説明しました。） 

 

［事務局］ 

  以上をもちまして、本日の審査会を終了いたします。長時間、お疲れ様でした。どうもあり

がとうございました。 

 
 
 


